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会議に付した事件 

 日程第１           一般質問 

  １．松 石 信 男     （1） 一人暮らしの高齢者をどう支えるのか 

                （2） ジェンダー平等（男女共同参画）の現状と課題に

ついて 

 

  ２．工 藤 絵美子     （1） 子ども・子育て世代への支援の充実について 

 

  ３．末 次   明     （1） 「安心安全のまち基山町」を宣言して犯罪ゼロの

まちを目指せ 

 

  ４．天 本   勉     （1） 基山町の市街化調整区域における地区計画の運用

基準について 

                （2） 基山町の農業における地域計画策定の取組につい

て 
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～午前９時30分 開議～ 

○議長（重松一徳君） 

 ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 これより直ちに開議します。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（重松一徳君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 最初に、松石信男議員の一般質問を行います。松石信男議員。 

○12番（松石信男君）（登壇） 

 おはようございます。今日何か、朝から一段と寒くなったような感じがいたします。 

 日本共産党の松石信男でございます。 

 今日はですね、一般質問は２つほどお伺いしたいと思っております。 

 一つは一人暮らしの高齢者の老後をですね、どう支えていくのかということと、もう一つ

は、ジェンダー平等の現状と課題、基山町の男女共同参画の推進状況についてですね、お尋

ねしたいと思っておるところです。 

 さて、私はいつも申しておりますけれども、本当に町民こそが町政の主人公だと思ってお

ります。そういう立場でですね、松田町長、柴田教育長並びに担当課長にお尋ねをいたしま

す。 

 質問の第１は、一人暮らしの高齢者の老後をどう支えていくのかということでございます。 

 先月の11月のですね、新聞報道見られたと思うんですが、その１面に国立社会保障・人口

問題研究所が国勢調査に基づいて発表しました世帯数のですね、将来推計を記載しました。

それによりますと、26年後の2050年にはですね、2020年と比べて65歳以上の一人暮らしは

346万世帯増えて、1,084万世帯になると予測をしています。その理由については、未婚の人

が増えて少子高齢化で一緒に住む家族が減るためというふうに報道してます。本当に地域社

会で孤独やですね、孤立を生まないように支え合う体制の整備が大きな課題となっていると

思っています。 

 そのような中で基山町では、老人福祉計画第６期に基づいて、様々な取組を行っていると

ころでございます。 

 10月のですね、厚生産業常任委員会の調査によりますと、基山町の高齢化世帯は国や県よ



- 138 - 

りも早い速度で増加をしていると。特に一人暮らしの世帯が、大きく増加しているというふ

うに分析をしています。それらの対応に当たって、基山町ではですね、65歳以上の高齢者世

帯の戸別訪問をしておりますが、訪問の中での相談が１つは健康に関することと、２つは移

動支援に関すること、３つが認知症や家族のことなどが多いというふうに報告がなされたと

ころです。 

 そこで今回は一人暮らしの高齢者の老後をどう支えるかという課題でですね、現状と対策

についてお伺いをいたします。 

 まず１つ目に、高齢者の一人暮らしの世帯の件数についてでございますが、令和２年は一

人暮らしは602人でしたですけれども、現在何人になっているでしょうか。また、令和10年

度を想定した場合ですね、これがどのようになっていくのかちょっと説明をお願いしたいと

思います。 

 ２つ目に、高齢者の困り事に対する支援についてでございます。 

 一人暮らしで社会的に孤立した高齢者は、そうではない人に比べて介護が必要な状態にな

ったり、また死亡したりするリスクがですね、1.7倍も高いという大学の調査結果も出され

ています。そこで暮らしの中でちょっとした困り事への対応についてお尋ねをいたします。 

 ア、といたしましてですね、ごみ出し支援についてです。 

 ごみの収集場所までごみを持っていくことができない高齢者の方についてどうしていくの

かという、それから次に一人暮らしで急病などの場合ですね、緊急時の通報システムがある

わけですけれども、これについて説明をお願いいたします。 

 次に３つ目ですが、孤立化・孤独化を防ぐ事業についてお伺いをいたします。 

 町では孤独死ですね、定義では誰にもみとられることなく死亡しかつその遺体が一定期間

の経過後発見されるような死亡の対応というふうに書かれておりますが、基山町では昨年度

７件発生しているというふうにお聞きをいたしました。全国では年間約６万8,000人と警視

庁は推計しているという報道もあります。この身寄りのない高齢者の支援についてお尋ねを

いたします。通院時の付添い、入院、介護施設への入所などの身元保証、それから日常の金

銭管理や死亡時の手続などの支援はどうなっているのか答弁をお願いしたいと思います。 

 ４つ目です。 

 熱中症対策についてお伺いをいたします。 

 御存じのとおり、本当に今年の夏も暑かったわけですけれども、地球温暖化でですね、上
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がり続けている気温ですけれども、本当に連日の猛暑日、熱中症による高齢者の死亡者が増

えております。それも何らかの理由でですね、エアコンが利用されずに熱中症になるケース

が多数ということが分かってきております。今の暑さは本当に命に関わるということであり

ます。熱中症を防ぐためにはですね、実態把握とエアコン利用に対する設置や電気代の補助

などが必要というふうに思いますけれども、見解を求めたいと思います。 

 質問の第２は、ジェンダー平等、いわゆる男女共同参画の現状と課題についてお尋ねをい

たします。 

 報道で御存じのように、世界経済フォーラムが今年６月に世界各国の男女の格差を示す、

いわゆるジェンダー・ギャップ指数の2024年度版を発表いたしました。それによりますと、

日本は総合ランキングで世界の146か国中118位です。政治や経済の分野で主要７か国、Ｇ７

では引き続き最下位、中南米やアメリカ諸国にも及んでいないというふうに報道をされてい

ます。女性差別撤廃条約の採択が1979年行われたわけですけれども、それから45年、政府は

これを批准しながらも、具体化実施に取り組んできませんでした。今、大きな問題になって

おります選択的夫婦別姓の法改正も、国連の女性差別撤廃委員会から、今年４度目の是正勧

告を受けています。それぞれの中で、基山町の令和３年度からの第２次男女共同参画推進プ

ランには、令和２年に意識調査をやっておりますけれども、男女共同参画に関する意識調査

ですね、の町民アンケート結果が記載されております。それによりますと、男は外で働き、

女は家庭を守ると、に同意しない人が増加傾向にあり、女性が仕事を持つことについても、

結婚して子供ができても、お休みをもらいながら続けるという意識に変わってきてはいるも

のの、依然として家庭での役割分担では妻、母親の役割を多く、性別に基づく固定的な役割

分担意識が根強く残っており、男性は育児や家事等への参画が、女性は仕事の継続やキャリ

ア形成などが困難になっていると書いております。これを見ますと、社会通念、それから慣

習、しきたりなどでいやまあまあせいぜい職場などでですね、依然として男性が優遇されて

いると思っている町民が多いと思われます。今、私たちはですね、私自身も含めてですけれ

ども、本気でこのジェンダーギャップの解消に取り組む、この姿勢が求められていると思っ

ております。そこで、第２次基山町男女共同参画推進プランなどに基づきまして町の取組の

現状と課題について、お尋ねをいたします。 

 まず１つ目に、政策方針決定の場の女性参画の推進についてでございます。 

 どうしても現状は、いろんな政策とか方針を決定する場合、男性が中心と、女性の意見が
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なかなか反映されないということがございます。 

 それで、御存じのとおり基山町議会はですね、ここにお見えになる女性５人、いらっしゃ

います。38.5％ということで、これは九州の地方自治体の議会ではですね、トップとなって

おります。これはですね、大きく１面に報道されたということで御存じだと思います。 

 そこでですね、お聞きをいたします。 

 まずア、といたしまして、職員で管理職に占める女性の割合は幾らになっておりましょう

か。 

 それから次に、町の各種審議会などで女性の占める割合ですね。これはどのぐらいでしょ

うか。 

 それから、区長や農業委員会などで女性の割合ですね、これを説明をお願いします。 

 次に、小中学校の女性校長の最近のですね、登用状況について報告をお願いいたします。 

 大きく２つ目ですけれども、町職員の男女比ですね、これについて答弁ください。 

 ３つ目に、女性職員、非正規職員を含むわけですけれども、それらに対するですね、セク

ハラ、それからマタハラ、パワハラなど令和３年度から今までの件数について報告をお願い

いたします。 

 ４つ目に男性職員の育児休暇の取得ですけれども、令和３年度から今までの取得率ですね、

これはどのようになっておりましょうか。 

 最後ですが、男女共同参画に関する職員研修、町民の方への啓発などが必要でございます。

どのようにされているのかお聞きをいたしまして１回目の質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。 

 外は寒いんですが、この部屋結構暑いんでベストなしをずっと今、続けております。ちな

みに今日の松石信男議員の答弁２の（１）のエ、ですね、女性校長の件につきましては柴田

教育長から、残りを私のほうから答弁させていただきます。 

 まず、一人暮らしの高齢者をどう支えるのかということで（１）現在の一人暮らしの高齢

者世帯数と令和10年度の想定数を示せということでございますが、10月末現在の一人暮らし

の高齢者世帯数は1,065人、世帯人ということですね。そして令和10年度の一人暮らしの高
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齢者世帯数の想定は、大体1,400人前後というふうなそういうことを見ております。ちなみ

に基山町のピークでは、2,000人ぐらいがピークになるというふうに思います。十三、四年

後ぐらいじゃないかなと思いますけれどもですね。 

 （２）高齢者の困り事支援についてということでございますが、ア、ごみ出しが困難な高

齢者の支援について示せということでございますが、現在ごみ出しが困難な高齢者等から御

相談をいただいたときは、その方の状況に応じて玄関先に排出してもらうなど、個別に対応

をしているところでございます。本来、決まったルールをつけなきゃいけないんですけれど

も、なかなかこのルールづくりが難しくて、今ちょっとやっちゃいるんですけれども、まだ

表に出せるようなルールにはなっていないというところでございます。それ以外にもごみ出

しの支援が必要な世帯に対して、総合事業であったり、それから介護保険サービスの利用で

あったり、社会福祉協議会の手伝う隊などのですね、支援事業を御利用いただいているとこ

ろでございます。 

 イ、急病などの緊急通報システムについて示せということでございますが、現在、緊急通

報システムは２つの事業所と契約しております。何で２つかというと、１つが固定電話でや

るタイプでこれが最初にやってたやつなので、最近は固定電話もなくなってきたので、固定

電話を使わないやつが新しいほうであります。いずれも緊急通報装置及びペンダント型の通

報機を貸与して簡易的に通報できるようになっているところでございます。緊急時や、体調

不良時に通報すると警備員が自宅に駆けつけ、状況に応じた対応を行います。また、看護師

や保健師による保健相談も常時行うことができ、不安の解消も図っているところでございま

す。２つの事業所ごとに見ると、１社は固定電話回線を必要とします。月に１回は利用者の

自宅へ訪問し、安否確認、装置の動作確認を行います。もう１社は今年10月から実施してお

り、固定電話回線を使用せずに利用できます。体調不良時は消防、不審者や悪質な訪問販売

等の際には警察と連携して、警備員が出勤し対応を行います。また、装置類に加えて熱感知

センサーを取付けも行い、自宅内で利用者の移動を一定程度検知しなかった場合には、自動

的に通報される仕組みというふうになっているところでございます。 

 （３）孤立化・孤独化の対策として、通院時の付添い、入院介護施設への入所などの身分

保障、日常の金銭管理などや死亡時の手続などの支援を行っているのかということでござい

ますが、通院時の付添いについて、本人の希望や状況等により役場の職員や地域包括支援セ

ンター職員、ホームヘルパー等で同伴受診を行います。また、１人での受診が不安という方
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の付添いの依頼があれば、シルバー人材センターでも対応を行っております。なお、いずれ

の場合においても送迎の支援は行っておりません。入院や介護施設への入所などの際の身分

保障を町が行うことは難しく、医療機関や介護施設と個別に協議して支援しているところで

ございます。日常の金銭管理については、社会福祉協議会で支援を行っておりますので、連

絡調整を行っております。死亡時に全く身寄りがない方については、福祉課にて関係機関と

連携しながら支援を行っているところでございます。 

 （４）熱中症防止のため、高齢者のエアコン利用の実態把握とエアコン設置費や電気代の

補助を求めるということでございますが、今年度６月頃より高齢者のための熱中症対策のチ

ラシを作成して、高齢者宅の訪問や通いの場等の集まりに足を運び、エアコンを上手に使う

ことや適切な水分補給についての啓発活動を積極的に行い、熱中症予防に努めました。その

際に、エアコンの利用状況についても実態把握を行いましたが、ほとんどの高齢者の方は、

これまでの夏とは違うという認識を持たれており、昨年度までに比べるとエアコンの利用率

が高いことが分かりました。ただし、寝るときはつけていない、タイマーで切れるようにし

ている等、夜間の熱中症については心配な方も多くいらっしゃいました。家にエアコンがな

いという高齢者宅はかなり少ない状況でしたが、今後はこの辺りをもう少しきっちり調べま

して、熱中症予防の観点からエアコン設置費の助成を含めた支援策について検討していきた

いというふうに考えております。また、引き続き正しいエアコンの利用による熱中症予防の

啓発活動に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 ２、ジェンダー平等（男女共同参画）の現状と課題について、（１）政策・方針決定の場

の女性参画の推進について、ア、町議会の女性議員の割合は38.5％であるが、町職員の管理

職に占める女性の割合を示せということでございますが、管理職20人のうち女性は５人で女

性の割合は25.0％です。 

 イ、町の各種審議会などで女性の占める割合を示せということでございますが、地方自治

体に基づく審議会等の女性の占める割合については、令和６年４月１日現在で31.8％、委員

349人うち女性委員111人となっております。 

 ウ、区長や農業委員会で女性の割合を示せということでございますが、区長17人のうち女

性は１人で女性割合は5.9％、区長代理は17人のうち女性２人で女性の割合が11.8％です。

また、農業委員会は14人のうち女性は１人で女性割合は7.1％でございます。 

 （２）役場職員の男女比を示せということでございますが、常勤職員では男性79、女性77、
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男性50.6、女性49.4％です。また、12月１日現在の会計年度任用職員の男女比では、男性

23.8％、女性76.2％となっています。 

 （３）女性職員（非正規職員を含む）に対するセクハラ、マタハラ、パワハラの件数を示

せということでございますが、過去10年で相談件数は、セクハラゼロ、マタハラゼロ、パワ

ハラ４です。 

 （４）男女職員の育児休業の取得率を示せ（令和３年度以降）ということでございますが、

令和３年度以降、新たに育児休業を取得可能になった男性職員の方々が取得したかどうかの

取得率は、令和３年度で100％、令和４年度が33％、令和５年度が20％、そして令和６年度

12月１日現在が100％での利用というふうになっています。 

 （５）男女共同参画に関する職員研修や、町民への啓発はしているのかということでござ

いますが、広報きやまで毎月ですね、男女共同参画通信コーナーというのを設けております。

御覧いただいていますでしょうか。町民の方への男女共同参画について理解を深めていただ

くための情報を毎月掲載させていただいているところでございます。またＤＶ、性犯罪等の

相談窓口の紹介や、町内の男女共同参画に関する講演会やフォーラムなどのイベント開催案

内などもお知らせしているところでございます。また、年に１回は町民の方及び町職員向け

のセミナーを開催しております。令和５年度は、７月11日に基山町民会館小ホールにおいて、

佐賀県立男女共同参画センターアバンセの田口館長をお招きし、男女共同参画とＳＤＧｓ男

女共同参画におけるアバンセの役割について講演をいただきました。令和６年度は７月５日

に基山町民会館小ホールで佐賀大学教育学部の吉岡教授をお越しいただき、多様な視点で考

える、地域の防災とジェンダーについて講演をいただきました。今後も継続して、町民の皆

様への町の広報紙やホームページを通じての定期的な情報提供や、研修会、講演会等を開催

し、男女共同参画の理解促進を図りたいというふうに考えているところでございます。 

 私からの１答目は以上でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。 

 それでは、私から松石信男議員の２、ジェンダー平等（男女共同参画）の現状と課題につ

いてのエ、近年の小中学校の女性校長の登用状況を示せという御質問についてお答えいたし
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ます。 

 本町の今年度の町立小中学校の校長は３校とも男性ですが、小学校２校には女性教頭が管

理職として登用されております。校長についても平成30年度から令和４年度までは基山小学

校で女性が務めておりました。なお、県内の小中学校の校長のうち女性が占める割合は今年

度24.7％、教頭が34.0％であり、その割合は年々増加している傾向にあります。 

 以上、１回目の答弁とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 それでは、引き続きお伺いしたいと思います。 

 一人暮らしの高齢者の老後をどう支えていくのかという課題でありますけれども、本当に

私にとっても大きな課題であるというふうに思っております。 

 まず、１つ目にお伺いした高齢者の一人暮らしの世帯の件数ですけれども、令和２年度は

602人と今年が1,065人ということでですね、この４年間で177％増と463人増えています。そ

れからさらにですね、これが1,400人ということで、10年後1,400人ということの答弁をされ

ました。（「令和10年」の声あり）すみません、令和10年度ですね、は1,400人。本当に一人

暮らしがですね、ますます本当に増えていくと。その中に私も入るかもしれませんけれども、

どうなるか分かりませんが、そこでですね、もちろん今もやっているわけですが、令和10年

度を想定して事業を展開していくと。令和10年度、そうでしたよね、ということとした場合

に、町長は昨日の答弁ではですね、何かやっぱりスペシャルな対策が必要ではないのかとい

うようなことを、ちょっと答弁されたのかなというふうに思います。ちょっと、認識が違う

のであれば言っていただきたいんですが、どういうことが考えられるのか、現状の対策の延

長でいいのかどうかですね。それに、もしまだ先の話ではありますが、答弁できれば答弁を

お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田福祉課参事。 

○福祉課参事（松田美紀君） 

 今、お尋ねにあられました令和10年度、いわゆる４年後の令和10年度を想定してというよ

りも、何度も繰り返してお伝えしておりますが、今後10年から15年後には一人暮らし高齢者
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の方が、現在の倍程度である2,000人ぐらいになることが想定されておりますので、今後を

見据えて今から事業展開があるという、図る必要があるという認識ではおります。 

 まずは現場としましては、現在取り組んでいる施策の一つである元気な高齢者を増やすと

いう点について、その方の状況や御希望に応じて、御本人が選択できる支援の幅を広げ、ま

たその質も向上させていく必要があると考えています。 

 次に、安否確認を含めた地域の見守り体制の構築に力を入れていきたいと考えております。

それには、民生児童委員や社会福祉協議会、地域包括支援センター、自治会等、様々な関係

機関との連携が今よりさらに必要となってきますので、その関係強化を推進し、さらに現行

のサービスでは不足しているものがあれば、よりよい支援を目指して、新たな支援の模索も

行っていきたいと思っております。 

 そしてさらに難易度は上がりますけれども、認知症になっても住み慣れた地域で一人暮ら

しでも生活していける支援の充実や地域の見守り支援体制づくりに取り組んでいけるとよい

なというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 基山町がこうなるということは、もう相当前から分かっておりましたので、そういう意味

では４年前にそれでプラチナ社会政策室をまずは立ち上げたということです。それからそれ

がより、そこの室長にいわゆる保健師の資格も持っている松田さんを今配置させていただい

ていますが、今度来年の４月、今回の議案の中にも入っていますが、プラチナ社会政策室を

プラチナ社会政策課に格上げして、当然それに伴って様々な拡充が行われるということにな

りますので、そこを中心にやっていきたいと思いますが、昨日も申しましたが、２つの方向

性が必要かというふうに思います。何となく全部一人暮らしの対策みたいな感じで受けに回

り過ぎてもいけないと思うんで、まずは高齢者の活躍の場をとにかくいろんな面においてつ

くっていくということが大きな柱の一つになると思います。就職から始まってシルバー、そ

してボランティア、そして趣味の世界で皆さんがサークルをするということで、そこに孤立

化しないという大きな要素が入ってくるんじゃないかというふうに思います。一方では、そ

ういうことをやっても、やはり一人一人で厳しくなってくる。家であったり個人になってく
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ると思いますので、その一人一人に寄り添うようなそういう対応が必要になってきますので、

当然５人おれば５人の対策が必要になってくるみたいなそういうことになると思いますので、

そのためにも今、戸別訪問を中心に個別のケアをさせていただいていますが、これについて

様々な施策をこれからプラスしていかなければいけないんじゃないかなというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 今、町長答弁ありましたように、来年度からプラチナ社会政策室が課に昇格するといいま

すか、いくということで様々な取組がより充実されるんではないかというふうに期待をして

おります。 

 そこで高齢者の困りごと支援で２つほどお聞きをしたわけですね。 

 まずごみ出しの支援ですね。答弁では、玄関先にごみを出してもらえば収集をしていると。

それから社協に手伝う隊というのがあるそうですけれども、そこもやっているということで

す。 

 お聞きしたいんですけれども、このごみを玄関先に出している世帯数といいますか、それ

が分かればですね、それから社協の手伝い隊の利用状況、これはお金が要るのか要らないか

分かりませんが、その辺も含めて、それと、もしごみが出ていない場合の安否確認といいま

すか、その辺のはどのようにされているのか……。 

○議長（重松一徳君） 

 松石議員、一問一答でお願いします。 

○12番（松石信男君） 

 はい。大分言いましたけれども、答弁をお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 井上まちづくり課長。 

○まちづくり課長（井上信治君） 

 個別の収集をしている御高齢の方だったりですね、いろんな御家族がございますけれども、

個別に収集している分についてはまだ今精査中ではございますが、今把握している状況で言

いますと大体650か所程度あるんではないかというふうに考えております。 
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○議長（重松一徳君） 

 戸井福祉課長。 

○福祉課長（戸井竜二君） 

 お尋ねの手伝う隊につきましては、社会福祉協議会の事業でございますので、私のほうか

ら答弁させていただきます。 

 手伝う隊について少し御紹介させていただきますと、おおむね65歳以上のお一人暮らし、

それから高齢者のみの世帯の方が御利用できるようになっておりまして、日常の軽作業が困

難な場合に御利用ができるといった事業でございます。 

 頼める内容につきましては、30分以内の簡単な作業となってまいりまして、先ほど質問に

ございましたごみ出し、それ以外でも電球の交換だとか、買物代行、こういったサービスも

行っております。料金につきましては、１回300円となっております。 

 御質問のごみ出しの利用状況につきましては、昨年度がお２人の方が利用されておりまし

た。今年度については４人の方が御利用されているといった状況になっております。 

 手伝う隊におきましてのごみが出ていない場合の安否確認につきましては、社会福祉協議

会のほうから町のほうにも連絡をもらうようにしておりますので、そこにつきましては連携

して対応するような形を取っておるところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 もう一つ基山町がやっている総合事業、これは介護保険のサービスではないわけですけれ

ども、あと介護サービスも利用できると。ちょっと私はこれ把握していなかったんですが、

説明してください。現在そういうことを利用されているのか、介護保険サービスの中でやっ

ているとか、基山町の総合事業の中でやっているというふうなことも答弁にあったようです

けれども、それもちょっと説明してください。 

○議長（重松一徳君） 

 松田福祉課参事。 

○福祉課参事（松田美紀君） 

 まず総合事業か介護保険かというのは、御本人さんの身体状況であったりということで、

まず認定を受けるか受けられないかということになりますので、総合事業というのはいわゆ
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るチェックリストに該当されたりとか、あと要支援１、２の方につきましての事業の総称で

ございます。介護保険サービスにつきましては介護認定申請によって区分が決まりますので、

その中においてその方の困り事、介護予防の支援というところで、ごみ出しに特化した、ち

ょっとお答えをさせていただきますと、正式にちょっと私も数は持ち合わせていないんです

けれども、総合事業は現在居室清掃とか買物代行ということで、月六、七人の方が利用され

ていますので、その中の必要に応じてごみ出しをされているかどうかってちょっと内容まで

はすみません、把握できておりません。介護保険で利用する場合は、いわゆるホームヘルパ

ーが居室清掃の延長上にごみ出しというところの支援を利用できますので、その方の状況に

よって利用されている方はいらっしゃるんじゃないかというふうに思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 私はごみ出しに割と固執しているのは、私がごみ出しをしているからだけではありません。

ですが、先ほども町長がこのごみ出しの支援というのは非常に私は大切、一見何ともないよ

うな、ごみは出しにくい高齢者はそれを出してやるというふうに一見この簡単な作業のよう

に見えるんですけれども、ちょっとこれが非常に奧深いんじゃないかということにちょっと

私も気づきましてね。先ほど町長が、ルール化するというような答弁もされたかとは思いま

すが、その辺でですね、高齢者のごみ出しの困難を支援する事業を環境省が調査をやってい

るわけですけれども、2021年１月現在の調査ではですね、全国で34.8％の地方自治体がごみ

出し支援制度を設けていると。つまり、条例ではないようですけれども、実施要綱とかです

ね、設けて場合によっては職員などもするとか、対象者とかですね、ごみ出しの支援の対象

者とかはっきり定めてやっているというふうに報告がされてます。その効果については、高

齢者世帯から確実にごみ、資源物を収集できるようになったとか、ごみ屋敷の未然防止につ

ながったとか、そのような効果が確認をされています。一方高齢者世帯の生活の利便性が向

上したとか、福祉が充実したということなどですけれども、高齢者福祉のこの効果について

多くの自治体で実感されていると。ですから基山町でもですね、今、先ほど言った答弁あり

ましたように様々やっていると、様々なまだやり方でやっているということですけれども、

これはやはりルール化するという取扱い、そういう実施要綱とかそういうのをですね、私は

検討するにもちょっと値するんじゃないかというふうに、ちょっと思うところではあります
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が、その辺はどうなのかですね、いや現状で十分じゃないのかということになるのかですね、

その辺でもし御見解をお伺いしたいと。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 これは先に。これはだからすごく大事な問題だと思っています。ただ一方で、物すごく難

しい問題なんですね。何で難しいかというのの概略だけ私が説明して、あとは担当課長がど

んだけ今苦労しているかというのを説明してもらえばいいと思いますけれども、まず今高齢

者の視点で言われているんですけれども、ごみ出しっていうのは基本全ての町民に関わるこ

となので、高齢者だけを特別枠でやるっちゅうこと自体は、非常にまずその整理が難しいで

す。かといって全体でやろうとした見た場合、今既に家の前で済まして住んでいる地域と、

そうじゃない地域に分かれているし、そうじゃない地域も収集場所がすごくいい場所にある

ところとすごく不便なところにある場所に分かれているので、その地域地域によって今の現

状が全部違ってきているという形になっていますので、これをルール化するっちゅうのは平

等化するということなんで、これは非常に難しい話でございますが、加えてそれで100％の

ことをやったとしても今度はコストが今のコストの数倍になるみたいな感じになることも十

分に考えられますので、コストも考えながらやっていかなければいけない。それからあと、

仮の話によく能天気に家の前にみんな置けばいいじゃんという感じの意見はあるんですが、

まず、今でもカラスが大変な状況になっているわけなんで、１人でもいいかげんな形で置い

たら、もう基山じゅうカラスの町になるっちゅうのも悪い意味で想像が難くないようなそん

な話になってしまいますので、その辺のところも何かバケツみたいな簡易型のやつを置いて、

家の前に全部置くようにするかというと、これもなかなかそういうものがあると、今度はぶ

つかってけがするような人が必ず出てくる。そして、一戸建てならそれでもいいかもしれな

いですけれども、アパートとかマンションだとそういう話も、じゃあどこでそれをするのか

みたいな問題があるということで、今言ったようなことを全て解決するような対策を考えて

いるんですが、なかなかこれが時間がかかっているということなので、その辺のところの具

体的なところは、また担当課長のほうから説明させていただきたいと思いまして、これはと

にかく基山町にとってごみ問題というのは極めて大事なものだというふうに思っております

のでですね、何らかの形で今もずっとやってきていますけれども、これからも解決に向けて
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動きを止めることができない分野であるというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 井上まちづくり課長。 

○まちづくり課長（井上信治君） 

 ごみ出しにつきましてはですね、本当に皆さんが全員にかかってくることでございまして、

大事な内容でございますけれども、今現在は先ほどお答えさせていただきましたけれども、

約650か所の戸別収集があるということで、これはなぜ分かったかというと、これは実際に

収集出しているときに、職員が特には集落支援の方にお願いしたものでございますけれども、

毎朝朝早く出勤していただいて、町内を見ていただいてですね、実際にどこに置いているの

かというのを数で拾ったものでございます。ただ、これについてはまだ調査の途中でござい

まして、数が、そこ家の前であるけれども、ひょっとして隣の家と一緒かもしれませんので、

約650というふうにお答えさせていただきました。そういう基本のところを押さえながら、

これが今だんだん増えてきているのは、特には御高齢の方が多いのですけれども、地域、基

山の場合は大体組合単位のステーション方式をベースとした、どうしても道路の状況だった

りやむを得ない場合のときに戸別ができるというような形でスタートしているわけでござい

ますけれども、最近はちょっと組合でつくっていたけれども、遠いから組合で２つに分ける

とかですね。３軒ぐらいでまた違うところをつくりたいというところがだんだん増えてきて

いるような状況でございます。そういう状況の中で今考えているのは、先ほど議員おっしゃ

っていただきました約30％ぐらいの自治体が取り組んでいるというものを今研究しておりま

して、基準を設けるということで、今、年齢だったりですね、あとはここにも書いておりま

すけれども介護の状態だったり、障害の状況、それとか、または急なけがでですね、やむを

得ずそこまで持っていくのが無理だというようないろんなパターンがございますので、そう

いうところでごみの収集についての基準のところは大体固まっているところでございます。

ただ、これをまた踏み込んでですね、おうちからごみ集積場、例えば家の前にごみのパッカ

ー車が通らなきゃいけませんので、中に奥まっているところはなかなか取りに行くというの

は難しい状況でございます。先ほどのお助け隊の方の御利用につきましては、御高齢の方で

ございまして、個別で家の前に持っていきたいというのを認めた一方でですね、どうしても

車が入らないということで、おうちから収集ルート上の一番近い道路まで持っていくという

ような形の御利用になっております。いろいろ複雑多岐にわたっておりますので、ここはま
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ずは戸別収集のルールの基準を今ですね、先にお示しさせていただいて、難しいそういう複

雑な部分については少し時間かかるかもしれませんけれども、それに肉づけしていくという

ような形のほうがいいのではないかなというふうに思っています。時間ばかりかかってしま

うのでですね、一旦そういう形でお出しできたらというふうには考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 今答弁いただきましたようにですね、本当に簡単なようで簡単ではないというふうな課題

であろうと思っています。答弁にあったように、全国では約35％の自治体がルール化してい

るというか、実施要綱なんかもごみを収集する対象者は誰なのかとか、ちゃんと決めて、さ

っき言った一人暮らしとか、障害者とか云々とか、ところなんかも決めている自治体もある

ようです。研究されているということですので、その辺はさらに今後検討していただきたい

と。そして、よりよい方向になるように努力をお願いしたいというふうに思っています。 

 それともう一つ、病気したときの緊急時の通報システムを、私は電話方だけやろうと思っ

ておったら、新たにね、いや電話少なくなっとるからということでですね、10月から追加し

たと。非常によかったなと思っていますが、ちょっと高齢者の方に聞いてみたんですよ。つ

けちゃっですかということで、一人暮らしの方。そりゃあるっちゅうのは知っとるけど、つ

けとらんというふうなね。おりゃと思ってですね、それ役場には言わんとですか、つけてく

れちゅうて、言わんですかと言いよったけれどもですね。現在も一人暮らしが先ほど1,065

人いらっしゃると、基山町内には。このうちですね、そういう通報装置、どのくらいつけら

れているか分かりますか。分かればお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田福祉課参事。 

○福祉課参事（松田美紀君） 

 現在、緊急通報システムの設置件数は85件で、うちお一人暮らしの方は71件となっており

ます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 
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 これはやはり申請によるものですよね、当然。いや、もうちょっとね、知ってはおるけれ

ども、という人も知らん人も中にはおらっしゃるかもしれんけれどもですね、もうちょっと

この辺はね、私もちょっと心配するんですよ。急に脳梗塞で倒れてね。もちろん、ここに首

にぶら下げたペンダント型なんかあれば、それちょっと押せばね。大分解決するかなっちゅ

う思うんだけれども、もうちょっとこうそういうのを知ってつけていただいたりすればね、

ちょっと心配がなくなるんじゃないかなという感じがしておりましたので、その辺は周知と

いいますか、はされていると思いますが、いかがですか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田福祉課参事。 

○福祉課参事（松田美紀君） 

 まず広報紙やホームページなどでは基山町の在宅福祉サービスということで、周知には努

めているところですし、あと今、戸別訪問を行っている場合にも、お一人暮らしの方につい

てのサービスとして周知をさせていただいております。ただ一方では、お一人暮らしだから

即対象になるということでもございませんので、おっしゃられましたように申請ではありま

すけれども、むしろこちらからもお勧めして、早めにつけられたほうがいいんじゃないです

かというお体の状態の方もいらっしゃるので、その方その方で対応させていただいている状

況です。やっぱり今後一層、また周知の徹底には図っていきたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 次に、男女共同参画推進です。ジェンダー平等についてですね。これも、実はお伺いをし

たものの、私自身の問題でもあると思っておるところでございます。ただいまさっき、いろ

んな様々な指標から見た女性の参画状況の説明がございました。それで、基山町の男女共同

参画推進プランというのもあるんですけれども、これにですね、男女共同参画社会は、行政

の施策だけでは実現できないということで、町民一人一人の理解を深めることが必要だとい

うふうに書かれております。そして、令和７年来年までのこの目標値を設定をされています。

そこでちょっとお尋ねをいたします。 

 まず指標の１つ目にですね、男性の方が優遇されていると感じる割合を令和２年度は

79.2％を70％に下げることについて約１割近くこれ下げますと。それで頑張りますというこ
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とです。これについて現状ですね。 

 それから２つ目の指標が、男女共同参画基本法の認知度ですね、これをやはり広めること

が大事だということで、令和２年度66.4％、70％にこれを上げていくんだということ。 

 それから３つ目の指標に、女性委員がいない審議会の数を１つにするということなんです

が、１回目の答弁ではですね、これも目標突破しているかなと思うんですが、これもちょっ

とお答えください。 

 それから４つ目の指標で、男性は外で働き女性は家庭を守るべきであるという考えに賛同

したよ……。 

○議長（重松一徳君） 

 松石議員、一問一答でお願いします。あまりに質問が……。 

○12番（松石信男君） 

 そうですか、もうまとめて。ちょっと待ってね。取りあえず。 

○議長（重松一徳君） 

 井上まちづくり課長。 

○まちづくり課長（井上信治君） 

 ただいまですね、第２次の基山町男女共同参画プランの目標数値について御質問いただい

ております。 

 先ほどいただいた御質問の内容ですけれども、令和７年度がですね、５年目の中間見直し

の年度になっておりますので、このプランでは令和７年度を目標としております。今おっし

ゃっていただきました男性のほうが優遇されていると感じている割合、それから男女共同参

画基本法という言葉の認知度、それから男性は外で働き女性は家庭を守るべきであるという

考え方についてそれぞれですけれども、これが令和６年度現在でですね、まだアンケートを

取っておりません。これにつきましては、先ほど町長の御答弁にもありましたけれども、令

和３年の５月からこのプランができてからですね、毎月男女共同参画のコーナーを設けまし

て、名前も変わっておりますが、これを続けているところでございますので、今後７年度、

来年度、見直しに向けてもう一度ここの数値を取るべくアンケートを取りますので、そのと

きにお答えをさせていただきたいと思っております。だんだんとですね、成果は出てくると

思っておりますので、そこはまだお待ちいただきたいというふうに思っております。 

 それから、女性委員がいない審議会の数１を目標にしているが、今どうなっているかとい
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うことでございますが、令和６年度では女性がいない、この審議会の数目標１ですけれども、

これに対しては今、１、達成している状況でございます。といいますのは、この部分の数値

の取り方がですね、地方自治法の180条の５に記載されています地方自治体が設置をしなけ

ればならないという審議会がございます。基山町の場合はここが５つございまして、５つの

うち、今４つが達成できておりますので、１ということで御報告をさせていただきたいと思

います。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 分かりました。来年度アンケートを取ってですね、達成状況を調査するということですか

ら、見直しもされるということだそうですので、ぜひそういうことで反映をさせていただき

いと思います。 

 そこでですね、政策方針決定の場に女性の参画を推進すると、これ非常に大事な課題だと

いうふうに思っています。基山町議会のことを何回も取り上げて申し訳ないんですが、基山

町議会には３つの常任委員会がございます。御存じだと思います。そのうち２つの常任委員

会の委員長は女性なんですよ。男性の委員長は１人だけということでですね、非常に頑張っ

ておられます。いろんな議会改革とかね、いろんな議会の取組の変化も出てきているという

ふうに感じておられる方もいらっしゃると思います。 

 そこでですね、町職員の管理職のことです。職員の半分が女性ということです。そのうち、

町職員の管理職に占める女性の割合は４人に１人ということですが、来年度から何回も言う

ようですが、プラチナ社会政策課が設置されると。課も９つになると思います。現状を見た

ときにですね、やはり私は女性職員の管理職任用と、これをもっと進めるべきではないかと

いうふうに思っておりますが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 多分20年後ぐらいには、女性の管理職のほうが多くなっているんじゃないかと思います。

というのは、今20代30代は女性のほうが職員は多い感じなんですよ。今、対象になる45歳か

ら55歳は、男女で見ると３対１ぐらいで男子が多いんですね。そんな感じなんですよ。だか
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ら、そこはじわっと今から上がっていくというふうに思いますけれどもですね。だから、ベ

ースが違うので、議員さんはフィフティー・フィフティーですよね、男女は。なる人の、候

補者は。だけれども、うちの場合はさっき男女が同じって言ったけれども、その同じほうに

は保育士さん、保健師さん、調理員さん、そういうのが全部入っていますからね、そこで管

理職は生まれないというか、そのトップでは管理職は出てきますけれども、そういう感じな

ので、普通の役場におる人たちだけで考えて、45歳から55歳ぐらいになっていくとそういう

ふうにまだ男のほうが多い。ところが、さっき言いましたように20代、30代前半ぐらいにな

ってくると、今女子職員のほうが多くなっているのでこれから20年後ぐらいはすごく基山町

の管理職は女性のほうが多いみたいな時代が来るんじゃないかという、当たるかどうか分か

りませんが、私のほうでちょっとそういう予測というか、そういうのを立てているところで

ございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 次に、区長と農業委員についてです。 

 区長の方が、幸いにですね、今年度１名ということになりました、この男女共同参画推進

プランを踏まえれば、やはりもっともっと区長に、やはり女性の方が就任するということな

どは私は非常に必要なのではないかと思っています。各区などにですね、働きかけることも

必要だとは思いますが、その辺はいかがなんでしょうか。いやそれは、もう各自治区で判断

することですということかもしれませんけれどもね。参画推進プランを踏まえればね、当然

やはりそこはやっぱり増やしてもらうというか、増えるという方向に働きかけるということ

が必要だというふうに思います。町長どうですか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 私もだけれども、例えば４区で松石議員が４区の区長に働きかけられたことはあるんでし

ょうか、ないよね。ですよね。だから結構デリケートな部分があるし、ただ、今いいことは、

今まで区長も代理も女性はほとんどいなくて、過去の歴史で代理の方が何人かいたという話

だったぐらいな感じですよね。ところが今、区長が１人と代理が２人で合計３人、急に３人
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になっているので、これからこれをじわっとその雰囲気を盛り上げていくという、よそがな

ったんだったらうちもいいかもねみたいな感じで多分ほかの区も見ていただいていると思い

ますので、そこをあんまりこっちから、町から区に女性を区長とか代理にしてくださいって

なかなか言いにくいかなと、今、私は思っております。ただ、こうやって議会で、こういう

話題が取り上げられることは非常にいいことだと思いますので、あとはそこで自然とそれが

浸透していったらいいなというふうに思います。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 ちょっと痛いところ突かれたんですけれども、次に男性職員の育児休暇の取得ですね。今

年度100％ということで大変結構なんですけれども、令和４年度、５年度が大変低いという

状況です。私はよく分かりませんけれども、何らかの理由があると思います。だから、そう

いう理由も当然把握をされていると思いますけれども、私はちょっと心配するのは取りにく

い状況にあるのかなという感じもせんでもないんですよ。それで、この取得を進めるために

ですね、この代替職員とか、仕事を引き継ぐ体制、こういうのはきちんとされて安心して育

児休暇を取れるという状況になっているのかどうかですね、それについて説明してください。 

○議長（重松一徳君） 

 平野総務課長。 

○総務課長（平野裕志君） 

 男性職員に子供さんが産まれたらば届けをもらいますので、その際にうちの総務課のほう

で、女性の方はもうほぼというか100％取得をされるのでそうないんですけれども、やっぱ

り男性の方はまだこの制度自体をよく御存じでない部分もあるので、うちの総務課の職員が

男性職員に対して育児休業の制度を説明してですね、こういうふうにして取れますよという

ふうなお話をして、その段階でもう取る意思を確認できたならば、より詳しく手続とかも御

説明をしているところです。ですので、実際100％の方が取られているわけではないんです

けれども、そこはそこの本人さんの考え方であったり、御家庭の事情であったりということ

かなというふうには思っています。取られた際、どういうふうにそこの補塡というか、穴を

埋めるかというか、業務を滞らせないためとしては、今は女性の方だとそこを１年、２年と

かで取られますんで、臨時的任用というふうなことありますけれども、現状では男性職員は
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取られても２か月、３か月というのが今のところ長いほうかなとは思いますので、そういう

場合は、会計年度任用職員で対応するというふうなことをやっています。それと、引継ぎの

件もございましたけれども、そこは業務マニュアル的なものも作っていますし、それを参考

にというのもございますし、周りの職員がフォローしながらですね、指導しながら協力しな

がら業務をさせていただいている状況でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 最後ですけれども、いずれにしてもジェンダーギャップ男女共同参画を進めるときは、や

はりこの組織のトップである、やっぱり松田町長、これの姿勢が私は鍵だと。トップがね、

指導してやれば相当進むんじゃないかということも一部言われています。そこで、ちょっと

これ紹介なんですけれどもですね、兵庫県の豊岡市がジェンダーギャップ解消戦略というこ

とを、ちょっとこれネットで調べたんですが、しています。前期と後期に分けてですね、10

年ぐらいのやっています。これなんか、できれば町長、ちょっと開いていただければ幸いだ

と思います。本当に首長がね、トップに立ってやっぱり進めていると。さっきから答弁見れ

ば、町長もやる気ではあるんだというふうに感じましたんで、ぜひとも本当に女性とか子供

を私は何回も、大事にする自治体が発展するというふうに思っています。東京に行くんじゃ

なくて、本当に基山町で頑張られると、こういう状況をやはりつくっていくということが大

事だと思っていますので、ぜひともその辺はよろしくお願いしたい。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 町長になったときに管理職の女性はゼロじゃなかったかな、議会事務局長が女性だったか

な、が今５人になってそれから係長ベースでいうと相当増えていると思います、今、そのと

きに比べるとですね。さらに、私が基山町に来たときには臨時的任用制度はなかったです。

もういわゆる会計年度職員で補充していましたので、すぐにこれはもう、公務員法でできる

わけだからすぐにやりましょうということでやり始めたりしておりますので、一生懸命やっ

てきたつもりではございますが、さらに豊岡の情報なんかも仕入れて、前に進めるものは前

に進めていきたいというふうに思います。 
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○議長（重松一徳君） 

 松石信男議員。 

○12番（松石信男君） 

 終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で松石信男議員の一般質問を終わります。 

 ここで10時50分まで休憩します。 

～午前10時40分 休憩～ 

～午前10時50分 再開～ 

○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、工藤絵美子議員の一般質問を行います。工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君）（登壇） 

 皆様、おはようございます。 

 １番議員の工藤絵美子です。 

 傍聴にお越しの皆様、本日は大変お忙しい中、足をお運びいただき誠にありがとうござい

ます。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 

 それでは早速、通告書に従いまして質問させていただきます。 

 質問事項は１つ、子ども・子育て世代への支援の充実についてです。 

 令和６年度基山町市政運営方針の第２の柱には、子ども・子育て世代並びにプラチナ社会

に明るい笑顔があふれる取組が掲げられています。また、本年４月にはこども家庭センター

が開設されており、子供や子育て世代へのさらなる支援の充実が期待されているところです。

本町では、現在宅地開発が進められており、移住者のその大半は子育て世代であると思われ

ます。移住希望者に、基山だから移住したいと思ってもらうことがスタートですが、大切な

のは、移住した後に基山町に移住してよかった、これからも基山町に住み続けたいと思って

もらうことだと思います。昨年度の一般質問を振り返りながら、子供や子育て世代に対する

支援の充実について、子育て当事者の視点から質問いたします。 

 （１）本町で自慢の子育て支援策についてお示しください。 

 （２）移住希望者に届けたい本町の小中学校における教育や学校環境の魅力についてお示
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しください。 

 （３）産後ケア事業について 

 ア、令和４年度から６年度までの利用者数をお示しください。 

 イ、利用者のニーズに対する今後の取組をお示しください。 

 （４）病後児保育について 

 ア、令和４年度から令和６年度までの利用者数をお示しください。 

 イ、町営の病後児保育として今後の方針をお示しください。 

 （５）学童保育について 

 ア、令和６年度４月時点の学童保育の入所希望者数、入所児童数、待機児童数をお示しく

ださい。 

 イ、学童保育における課題と今後の取組をお示しください。 

 （６）今年の猛暑を受け、小中学校での熱中症対策について今後の取組をお示しください。 

 これで１回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 工藤絵美子議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 柴田教育長のほうから（２）と（５）と（６）について答弁させていただいて、私が残り

を答弁させていただきたいと思います。 

 １、子ども・子育て世代への支援の充実についてということで（１）本町で自慢の子育て

支援策について示せということでございますが、本町では子育て支援を施策の柱に掲げ多く

の事業を推進してきましたし、またこれからもしていこうというふうに考えております。 

 まず、令和６年４月にはこども家庭センターを設置し、妊娠期から出産、子育て期まで一

人一人に寄り添った切れ目のないサポートを目指して、こういうこども家庭センターとして

は県内でもいち早く運営を開始したところでございます。今後も子育てへの不安や困り事等

を解消できるように、子供とそれから親御さんたち子育て世代のですね、ライフステージに

応じた支援を充実させていきたいというふうに思っておるところでございます。 

 具体的な施策について少し述べさせていただきますと、まず子育てにかかる経済的な負担

軽減の代表的な施策として、令和４年度からゼロ歳から18歳までの子供の医療費を全額無料
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化というのを実現しております。また給食費についても多子世帯への支援として、無償化の

対象の拡大をまた今後、来年に向けて検討しているところでございます。 

 次に、子育て支援施設整備ではですね、公立保育園と子育て交流広場を併設した地域子育

て支援拠点基山っ子みらい館を開設したのをはじめ、民間の保育施設の誘致を計画的に進め

たことにより、この10年間で保育園児の数はほぼ倍近くなっているんですが、一度も待機児

童を出すことなく、この10年間それを継続して待機児童ゼロを継続しているところでござい

ます。 

 学校施設では中学校の大規模改修であったり、それから小中学校の全ての教室にエアコン

を設置したり、それからこれも基山町の特色ですが、特別支援学級に対して手厚くしている

ということで、それの増室であったり、不登校を対象にした教育支援センター、こういった

ものの開設など、子供のための教育環境の整備を実施しているところでございます。また、

放課後児童クラブでもですね、他自治体には少ないんですが、１年から６年までの希望者全

員を受け入れるというふうな、そういう形のことを今やらさしていただいているところでご

ざいます。それ以外にもですね、これを子育て支援と言っていいのか分かりませんが、出会

いをサポートして婚活支援するようなそういう事業であったり、親と子の心を育てるための

ブックスタート事業や、全国にも少ないセカンドブックプレゼント事業などをやっていると

ころでございます。また子育て世代への就労支援事業等もですね、基山っ子みらい館等見て

いただくと、まさに子育て世代の就職情報等をもうずっと更新していきながら、そういう情

報を子育て世代にも流していっているということでございます。 

 このようにですね、こども課、教育委員会だけではなく基山町全体の部署でですね、子育

て支援に取り組んでいるというふうなそういうことでございます。 

 （３）産後ケア事業について、ア、令和４年度から令和６年度までの利用者数を示せとい

うことでございますが、令和４年度は２名で２回、それから令和５年度は３名で３回、令和

６年度は11月末までで、３人で延べ４回の利用がございました。イ、利用者ニーズに対する

今後の取組を示せということでございますが、現在、産後ケア事業は宿泊型とデイサービス

型を実施しております。育児教室などで母乳や卒乳の相談が多いため、より一層個別の相談

に対応できる取組が必要だと考え、対象者を産後１年未満の予定とし、自宅に助産師が訪問

し相談やサポートを行う訪問型を来年度開始に向けて検討しているところでございます。 

 （４）病後児保育について、ア、令和４年度から令和６年までの利用者数を示せというこ
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とでございますが、令和４年度は４人で延べ７回、令和５年度が６人で延べ13回、令和６年

度が11月末で５人で延べ６回の利用がございました。 

 イ、町営の病後児保育として今後の方針を示せということでございますが、病後児保育室

は令和２年４月に公設公営の施設として設置いたしました。これまで、お子さんが病気やけ

がでの回復期であるものの、学校や保育園等の集団活動が難しいときに、保護者の就労など

のため自宅での静養ができない場合など、一時保育施設として生後６か月から小学校３年ま

でのお子さんを対象に事業を実施しているところでございます。保護者からはですね、利用

手続の簡素化や感染症の待機期間も預かってほしい等の声が届いておりますが、何よりも子

供の安全を最優先にどこまで保護者のニーズに応えられるか検証をまさに進めているところ

でございます。今後もさらなる制度の周知を努めながら、体調回復期の子供が安静に過ごせ

る場所として、また保護者の仕事などとの両立支援のため、安心と安全の子育て施設、施策

としてより充実させていきたいというふうに考えているところでございます。 

 私のほうからの１回目の答弁は以上でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君）（登壇） 

 それでは私から、工藤絵美子議員の一般質問１、子ども・子育て世代への支援の充実につ

いての（２）と（５）と（６）についてお答えさせていただきます。 

 まず、（２）移住希望者に届けたい本町の小中学校における教育や学校環境の魅力につい

て示せということについてです。 

 ３校ともに、施設設備、学習環境が整っていますし、小中一貫教育で学習習慣の形成、学

力向上、情報活用能力、英語力向上などに力を入れています。都会から来られた保護者の方

は、広い運動場があることも魅力と感じておられるようです。無料塾の実施やセカンドブッ

クプレゼント事業などは、近隣の市町にない取組ですし、不登校児童生徒の居場所づくりと

して小学校にさくらルームを設置したことも新しい取組です。小学校では、待機児童なしの

放課後児童クラブが小学校敷地内にあることも魅力だと思います。 

 次に、（５）学童保育についてのア、令和６年度４月時点の学童保育の入所希望者数、入

所児童数、待機児童数を示せということについてお答えいたします。 

 令和６年度の学童児童の入所希望者数は、基山小学校のひまわり教室が222人、若基小学
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校のコスモス教室が78人となっております。入所児童数は同じ数となっており、待機児童は

なしとなっております。 

 イ、学童保育における課題と今後の取組を示せということについてですが、放課後児童ク

ラブについては毎年受入れ児童数が増えており、学校施設を借りる必要があるなど、学校と

の協議が必要になっていることと、支援員、補助員の確保することがここ数年の課題となっ

ております。町としてはこれまでもハードの面の整備だけでなく、ソフト面でも受入れ時間

の延長や、受入れ対象学年の拡大など、様々な対応を行ってきています。また、子育て支援

ネットワークコーディネーターや要配慮児童対応支援員委託事業等の活用で、よりよい支援

ができるよう進めていっております。今年度からの新たな取組としましては、年間６回、支

援員、補助員の研修会を実施するなどして支援体制の充実に努めているところでございます。 

 最後に、（６）今年の猛暑を受け、小中学校での熱中症対策について今後の取組を示せと

いうことについてです。 

 基山町立学校における熱中症警戒アラート等対応基準を作成し、生命に関わる事態となら

ないように、熱中症予防に力を入れるよう教育委員会から学校に指導しております。施設設

備の面からは、夏の体育館の暑さ対策について来年度へ向けて検討中です。また、登下校中

の暑さ対策として日傘の推奨をさらに行っていきたいと考えております。遠距離通学の児童

につきましては、コミュニティーバスの利用を認める制度を昨年10月に導入いたしましたし、

今年の９月からは遠距離児童通学の自家用車送迎許可証の発行を行うなどの対策も行ってお

ります。このほかにも夏休み期間中に関する教職員アンケートを実施する予定ですし、端末

持ち帰りに伴う教科書の持ち帰りをさせない方針の徹底なども行っております。 

 以上、１回目の答弁とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 それでは、２回目の質問に入ります。 

 １では、本町で自慢の子育て支援策、２では移住希望者に届けたい本町の小中学校におけ

る教育や学校環境の魅力について御答弁いただきました。 

 18歳までの医療費の無償化は、病気やけがの多い子供たちが親の所得にかかわらず受診す

ることができるすばらしい制度だと思っております。様々な子育て支援体制を築くまでにも、
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職員の皆さんは大変な御苦労もあったかと思います。私自身も、本町の子育て支援策の恩恵

を受けつつ子育てさせていただいておりますので、この場を借りて感謝申し上げます。日本

全体で人口が減少している中で、移住政策はパイの奪い合いでしかないのではないか。果た

して地方創生とは何なのか。ひいてみると途方もない気持ちにもなりますが、この町の子供

や子育て世代のウエルビーイングについて、さらに前進していけるよう取組を進めていただ

きたいと願っております。 

 １については、後の質問の中で触れさせていただきます。 

 ２について、１点だけ御質問いたします。 

 英語力の向上についてです。 

 昨年ですかね、新聞でも大きく取り上げられていたように、佐賀県の学力調査の結果も影

響しているのだろうと思っています。小学校の無料塾では、今現在息子も算数を受けさせて

いただいていますが、英語の塾を実施する予定はありませんか。ピカピカの１年生事業の中

で英語を学ぶ機会がございますが、それはそれで目的はあると思うんですけれども、学力と

して伸ばしていきたいのであれば、英語の授業が始まる小学生に実施するほうがより効果的

ではないかと思っています。就学前に関しては、基本的生活習慣を身につけることや体をし

っかり動かして遊ぶことで学ぶための心と体をつくることが重要だと思っています。 

 まず、こども課長にお伺いします。 

 ピカピカの１年生の授業としての英語は来年も実施予定でしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 ピカピカの１年生プロジェクトとして、幾つかの事業メニューの中で、一つ英語体験とい

うことで実施をしてきております。来年につきましては、今現在ちょっと検討しているとこ

ろですけれども、議員も今言っていただきましたように、基本的な生活習慣の中で、日本語

ではない外国語に出会う機会というようなことで今まで実施をしていまいりましたので、続

けるかどうかということについては、現在は廃止はしないところで考えておりますけれども、

十分に検討して、その目的に合うような事業になればというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 
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○１番（工藤絵美子君） 

 教育学習課長は、小学校での英語塾に関してはどのように考えられますか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 まず、学校でですね、ＡＬＴと言っておりますけれども、外国人、実際のネーティブな発

音等を聞く、そしてまた小学生の易しい英語というところでですね、学校の授業の中で進め

ております。そういった取りかかりは学校の中で進めておりますので、現在私ども補助的な

形でやっているのは英語は行っておりませんけれども、英語としてはそういう形でもう現在、

小学校からですね、進めているという形になっております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 といいますと、算数に関しては塾をしてちょっと力をつけたいお子さんだったりとか、ち

ょっと少しもうちょっと頑張ったほうがいいかなというお子さんが学ぶ場に。英語に関して

はそんなにＡＬＴの授業、ネーティブの発音の中で学ぶ機会があって、小学校の中でそんな

にお子さんの中で差がないというか、課題は小学校の中ではないという認識でよろしいです

か。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 まず一つあるのは、多分塾、今ですね、学習塾も英語専門とかありますので、そういうふ

うに通ってある子もいるように私も聞いております。そういった部分は若干やはりあるとは

思うんですが、ただ、学校等はあくまでも義務教育の部分での授業という形でやらせていた

だいていますので、そういう中では取りかかりについてはもうみんなと一緒で英語の授業、

今言うようなＡＬＴ、要はネーティブな発音を聞くみたいな授業、そういう易しい授業でで

すね、現在進めておりますんで、まず取組としては、そこから始まるのかなというふうに理

解しております。 

○議長（重松一徳君） 
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 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 英語の力をつけるためには、小学校からさらに英語を楽しんだりとかですね、する機会を

つくるということでは、さらなる塾という形も一つ選択肢にあるのかなと思いますので、英

語力を高めたいというところがあるのであればですね、その辺も今後検討していただきたい

なと思います。 

 それでは３番の産後ケア事業に入らせていただきます。 

 利用者数ですけれども、令和５年度と６年度はショートステイ型とデイサービス型がある

かと思いますが、それぞれ分けて何件ずつになりますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 答弁は。村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 ショートステイですね。すみません、確認してちょっと後で答えさせていただいてよろし

いでしょうか、申し訳ございません。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 すみません、ちょっと私の聞き方が悪かったかもしれないけれども、それショートステイ

型が宿泊タイプですね、デイサービスが日帰りになるかと思います。利用者のニーズに対す

る今後の取組ですけれども、先ほど答弁の中で母乳相談が多いため、アウトリーチ型の実施

を検討されるということでした。１年間での件数の想定がもし出ていればですね、どれぐら

いになるかお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 相談件数という意味ですか。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員、もう１回質問してください。 

○１番（工藤絵美子君） 
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 アウトリーチ型の産後ケアを利用するという形になると思いますので、産後ケアのアウト

リーチ型の件数ということになります。 

○議長（重松一徳君） 

 村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 来年度の予定ということでお答えということですかね。今ですね、ちょっと検討している

段階になりますので、検討段階で件数は今ちょっと、数字はちょっと答えは今できません。

すみません。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 乳房のケアを伴うものはプライバシーの問題もありますので個別で対応する必要があると

思いますけれども、アウトリーチ型の産後ケアで母乳相談に応じていくというのは、ちょっ

と少し私の中で違和感がありまして、実は出産した方皆さんですね、母乳と向き合うことに

なります。産後ケアの入り口を母乳相談にすると、件数が非常に多くなるのではないかなと

思っています。私は産後に自費で助産院で乳房ケアを受けていたんですけれども、１回五、

六千円だったと思います。軌道に乗るまでやっぱり二、三回ぐらい通う方も結構いらっしゃ

って、これをアウトリーチ型の産後ケアで受けられるとなると、受ける側としてはすごく助

かるんですけれども、母乳のケアで産後ケア使っていいですよってなるとですね、結構件数

が増えるんでないかと思っています。卒乳も大きな問題で、これ対象、産後１年未満とする

ということですが、結局卒乳のケアも１年以内でないと受けられないと思って、もう卒乳急

ぐ方がもしいらっしゃるとするとですね、そういうちょっと誤解と勘違いして、ばたばた卒

乳ケアをされたりとか、あとは不公平がないようにその辺は検討いただきたいと思うんです

けれども、まず対応できる助産師さんはいらっしゃいますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 対応できる助産師さんは今のところですね、今も委託をさせていただいたりしている助産

師さんをお願いしようと思っていまして、今後需要とか増えてきましたらですね、その時に
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応じて、また拡大だったりしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 佐賀県助産師会の、恐らくアウトリーチ型の産後ケア、相場が9,000円というふうに、委

託料だと思うんですけれども、聞いていますけれども、ちょっと予算的にその辺もですね、

可能かどうかというところもちょっと検討していただきたいなと思っています。基山町とし

て産後の支援を現在の課題やニーズを捉えた上で、どうしていきたいのか、どこに力を入れ

ていくのか、はっきりしておいたほうがいいと思います。来年度から開始をお考えのようで

すので、具体的な検討をお願いいたします。産後ケアの課題として、産後４か月以降の利用

について、同じく令和５年９月に一般質問をさせていただいておりました。産婦人科では４

か月以降ですね、難しいということを私も理解した上で、それ以外の助産院等の契約につい

て、現在どのように進められていますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 ちょっとまずですね、先ほどの答えを答えさせていただいてよろしいでしょうか。申し訳

ありません。まず、令和５年度の産後ケアのショートとデイの件数なんですけれども、令和

５年度がショートが３件、デイが１件です。令和６年度のショートが４件、デイが１件にな

ります。それから今後の産後ケア事業に関してなんですけれども、保健センターのところに

相談に見えるお母様方の声を聞いたりとか、保健師とか、助産師さんが事業で行かれている

ときに声を聞いたりとかしてですね、そしていろんなニーズを把握して対応していきたいと

思っております。そしてまたガイドラインに沿ってですね、検討して、判断して進めていき

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 
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 去年の９月に、その辺りも前課長からですね、検討していくというところで声いただいて

た部分なんですけれども、今の答弁からいくとまだニーズが把握できていないという理解で

よろしいでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 まずニーズはですね、先ほど答えさせていただいたとおり、母乳の相談が多いということ

で、それがかなりストレスになっているというふうに聞いていますので、そこから精神的に

追い込まれたりとかしないようにということで、ガイドラインにも母乳のことは書いてあっ

たかと思うんですけれども、そういった部分でまずは声が多いところから対応していきたい

というところで、そこが一つニーズということと、あと整理させていただいたのが、前回議

員さんから質問いただいた件が、一つ里帰りの出産の産後ケアと、あと死産とか、流産に関

するケアですね、グリーフケアと、あとアウトリーチ型の訪問型の支援ということで提案を

いただいたかと思いますので、今回アウトリーチ型のことを一つ検討させていただいている

というところです。それで、ニーズを対応させていただいているのと、あと助産師さんがい

らっしゃるので助産師さんにもお話を聞かせていただいて、赤ちゃん、お母さん、それから

きょうだい児がいらっしゃるときに、きょうだい児の預け先が困っているというようなこと

も聞いておりますので、その辺はですね、またガイドラインのほうにもありましたとおり、

１回に預けられる助産院とかがちょっとあれば、またそこも探していきたいと思っておりま

すし、またそこができないのであれば、産後ケアとあと一時預かりとか併用するとか、利用

を検討したりとか、そういうことを今いろいろ考えているところでございまして、そういっ

た言われた提案とかニーズとかを整理して今、検討しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 今、スタートラインという感じで印象を受けました。助産師さんが相談や訪問のときに産

後ケアを進めるとですね、第１子を出産されたお母さんは、ちょっと料金のことでどうしよ

うかなというふうに悩まれる方が非常に多い。第２子のお母さんは、もう上の子がいるから
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無理ですよねって、もうはなから諦めておられる。この声はですね、もう数件とかではなく

て数十件、それ以上の声があるというふうに助産師さんおっしゃっていましたし、助産師さ

ん、多分以前からずっとそのことはですね、村上課長はね、まだ課長されていないときでし

たので、聞いておられなかったかもしれませんが、今までもずっと言い続けておられたこと

だったので、そこの件に関してはまだ進んでいなかったんだなというふうに思っておりまし

て、私のほうからも助産院のほうの具体的な、どこにどんな助産院があって、そこはきょう

だい児も見てくれているようですということもですね、詳細をお伝えしていましたので、ち

ょっとその辺も参考に、契約に向けて進んでいただけたらと思っています。令和６年10月に

産後ケア事業ガイドラインが改定されておるのは先ほど課長もおっしゃられていましたので、

中も見てあると思いますし、きょうだい児がいる場合の家庭というところでは産後ケアの利

用の申請及び利用に際して特段の配慮することというふうに明記されていますので、上の子

がいるから使えないという形になって本当は使えない、使いたいのに使えないということが

ないようにですね、ぜひぜひ利用しやすい産後ケア事業をしていただけたらと思います。助

産院であればそのきょうだい児の受入れができる場合ありますし、本当に使えないというの

はすごく残念なことだと思っていますので、またあと２人目だから、３人目だから大丈夫と

いうことでは全然なくって、きょうだい児に手を取られてすごく苦しんであるお母さんもい

らっしゃいますし、２人目、３人目で初めて産後鬱になられる方も今までたくさん見てきま

した。なので、その辺もしっかり理解した上で進めていただけたらと思っています。また、

今後移住者の方が増えてくると、近くに実のお父さん、お母さんとか親戚とか知人の方のサ

ポートが受けられない方がさらに増えてくるかと思います。この辺も含めてですね、村上課

長はこれから産後ケアをどのようにお考えになりますか。 

○議長（重松一徳君） 

 村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 産後ケア、先ほども言いましたとおり身近な接するお母様方から声を聞いたりとかですね、

現場の声を利用して聞いて、一応産後ケアを進める上でどうしても専門職の手が必要になっ

てきますのでそこの体制づくりとかも頭に入れながら状況を見てですね、事業進めなくては

いけないと思うものはもう進めていかなきゃいけないと思っておりますので、適切に判断し

て行っていきたいと思っております。 
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 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 ちょっと余談なんですけれども、執行部の皆さんの席というのは、何かこうルールがあっ

てこの並びになっているのかちょっと私も分からないんですけれども。こども家庭センター

ができてですね、でもこの議場の中では、健康増進課とこども課がもう全く目も合わないよ

うな位置関係なので、これって何か席替えとかちょっとあるのか分からないんですけれども、

今後、いいように配置ができるといいななんて思いながらでした。すみません。 

 次に進みます。 

 妊娠中の支援として、パパママ教室があります。コロナ禍も明けて、近隣自治体も集団で

の教室を実施しております。基山町では、希望があれば個別で対応するというやり方をされ

ていますけれども、今年度パパママ教室を受けられた方は何名いらっしゃいますか。また、

内容はどのようなことをされておりますか。 

○議長（重松一徳君） 

 村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 パパママ教室の件数ですが、令和５年度が２組ですね、令和６年度が11月末までに１組行

っております。内容としましては、先ほど言われましたとおり集団ではちょっと実施してい

なくって、個別に希望する方に実施させていただいています。内容は妊婦の模擬体験ですね、

それから沐浴の体験、赤ちゃんの着替えの準備とかお風呂の準備、お風呂の入れ方、お風呂

から上がった後の赤ちゃんのスキンケアとか、洋服の着せ方、水分補給などを含めた体験で

すね、それから保健師さんからの個別の相談とお話などをさせていただいているところです。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 パパママ教室は妊娠、出産、子育てのイメージをつかむためにとても重要だと思っていま



- 171 - 

す。赤ちゃんが家族に加わることは大きな喜びでもありますが、同時に父も母も心身ともに

大変不安定になりやすい時期でもあります。今までできたことが思うようにならないことも

増え、再度家族としての役割を見直す必要も出てきます。例えば赤ちゃんの風呂の練習、先

ほどの沐浴の練習ですけれども、技術を得るということよりもですね、体験を通して母親で

あったり父親であったりの役割を意識したり、子育てとか生活のイメージをするというとこ

ろの意味がとても大きいと思います。先ほどの松石信男議員の一般質問でもありましたけれ

ども、父親の育休の取得率はすごく高くなっていると思いますけれども、まだですね、取る

だけ育休という言葉が時々耳にするように、父親が具体的に何をするのか、話し合えていな

いと大変危機的な状況になることがありますし、そういったケースを私もちょっと何件か見

てきました。言いたいのがですね、必要な方はどうぞという、すごく待ちの姿勢のパパママ

教室というんですかね、では申し込む側も何か特別なことに行くみたいな感じがして、ちょ

っとハードルが上がるのかなというふうに私は思います。なので、もう年間これだけ開催し

ますというチラシか何かを渡して、皆さんぜひ参加してくださいという、来てくださいとい

うほうのですね、呼びかけるようなパパママ教室をしていただけたらと思うんですけれども、

来年度に向けていかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 村上健康増進課長。 

○健康増進課長（村上妙子君） 

 パパママ教室の案内につきましては、母子手帳の交付時にですね、マタニティーブックと

か健康カレンダーに記載して、周知しながらですね、必要な方からお問合せいただきパパマ

マ教室を実施しています。今現在はお仕事をされている妊婦さんが多いということと、産婦

人科でも教室が行われているということで、希望される方に個別に実施しています。私です

ね、今年度実際にパパママ教室に参加させて、見学させていただきまして、その方見させて

いただいて、やっぱり個別にあったほうがいいというところで、希望する方が自分の都合で

されたほうがいいなって思う面もあったりしてですね、自分の理解、その方の理解の程度と

か、疑問に思ったことをその場ですぐ聞けることがあったりとか、個別に希望するときにで

きるというのはいいことだなって思っておりまして、それで、いつパパママ教室をしますよ

ってこう日程をしてもなかなか仕事とかで合わないのか、日程が合わなかったりするかと思

いますので、個別に今のところ対応していきたいなと思っておりますので、今後また状況を
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見て、必要であれば変更を加えたりとかもしていきたいと思っておりますが、ちょっと今の

ところは個別に対応させていただいて、そしてあとまたパパママ教室の周知についてはまた

もう少し周知が希望される方をというか、ありますのでどうぞ御利用くださいということを

強く言っていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 個別で今後も実施されていくということでもう一度ですね、個別ですることのメリット、

デメリット、集団のメリット、デメリット、きちっとちょっと確認していただいて、今後に

向けて検討していただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 話は遡りますが、昨年９月の一般質問で子育て中の父親、母親の課題や困り事についてお

聞きしましたところ、前課長から子供の一時預かりや家事支援の相談が多いということだっ

たんですね。ファミサポや、利用者が少ない病後児保育施設を利用して子供の一時預かりを

してはどうですかというふうに提案させていただいておりました。この辺については何か検

討されてありますでしょうか。どちらに聞いたらいい、こども課長。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 ファミリーサポートという事業を以前から実施をしておりまして、地域で子供を預かって

いただける方と預かってほしい方とそれぞれが会員登録をされて、そういう子供の一時預か

りなどを行っている事業でございます。病後児保育室で一時預かりをというようなことは、

これまでは検討をしておりませんけれども、ファミリーサポートにつきましては、近年、御

利用が増えているような状況ではございます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 昨年はファミサポの協力会員が七十数名おられるというふうに聞いた記憶があるんですけ

れども、乳児の預かりに対応できる方は何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか、もし分か
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ればお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 ファミリーサポートセンターの協力会員の養成講座というのを、コロナが明けましてから

開催を再開いたしまして、今年度また協力会員増えておりまして、現在81人の協力会員がお

ります。そのうちですね、乳児に対応できるというようなことでは、一応ファミリーサポー

トセンターは、６か月以上の子供さんからを対象にしておりますけれども、１つだけその預

かりではなく、産後ママの支援ということで、赤ちゃん産まれた後のお母さんのお手伝いと

いうような、子供の預かりではなくですね、ママのサポートというような形で協力できると

いうふうにアンケートで答えていただいている方は、その協力会員81人のうち15人というふ

うに把握しております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 ありがとうございます。ぜひ周知していただいてですね、利用につながるようにしていた

だけたらと思っております。切れ目なくうまくつながっていくようにですね、この子供のカ

レンダーがあるんですけれども、これ大体子供の出生からずっと時系列で書いてある分なん

ですけれども、母親父親のことに関してはこの下のほうに、たくさんどんどんいろんなこと

が追加されて載っているんですけれども、こういった部分もですね、どんな支援が受けられ

るのか、こども課の担当の部分と健康増進課の担当の部分と必要であれば教育学習課の部分

も一覧で見られる、見える化するものがあるとですね、非常に助かるかなと思いますので、

また御検討いただければと思っております。 

 ４番の病後児保育についてです。 

 利用者数については、事前登録や医療機関への周知を行っても利用者の増加には何かつな

がっていないのかなという印象を受けています。恐らく周知不足が大きな原因ではないので

はないかなと思っています。病児、病後児保育をしている小郡のほうにあるまどかチャイル

ドケアセンター、あるかと思うんですけれども、お問合せがあってちょっと症状的に基山町

の病後児保育では預かれない場合に、そちらも御紹介されていると伺ったことがありますけ
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れども、もし分かればでいいんですけれども、基山町の方の利用人数が分かっていれば教え

ていただけませんか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 小郡市にあります、まどかチャイルドケアセンターというところがございます。一般の病

院でございますけれども、そういう子供の病児、病後児の保育事業預かり事業をしている施

設でございまして、令和５年度の利用実績を伺いましたところ、まどかチャイルドケアセン

ター全体では580人の利用がありまして、そのうち基山町から12人ということで人数を聞い

ているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 結構利用されているのでちょっと驚いたところでした。そういった意味では病児保育とい

うところでは、受皿がちょっとあるというところに思ってもいいのかなと思っています。 

 イ、の町営の病後児保育としての今後の方針についてです。 

 子供の安全を最優先に、どこまで保護者のニーズに応えられるか検討を行っているとのこ

とですけれども、先ほどのこども課長の答弁のように、そういう施設は町内になくても近隣

にはある。しかも、実際に利用しているという実績もある。さらには、基山町の病後児保育

より利用者数が多いという現状が今お聞きして分かりました。基山町の病後児保育に対する

保護者のニーズはもちろん、病児を含めた病後児保育だと思いますけれども、基山町として

は対象の拡大、見るですね、病後児という範囲を拡大していくのか、さらに病児となれば現

在の体制では難しいと思いますけれども、そこも含め、今検討がなされているようでしたら

お願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 御存じのように基山町の病後児保育施設は、公設公営で現在行っておりまして、決してそ

の医療機関ではございません。あくまでも、病気の回復期にある子供が、集団生活にはちょ
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っとまだ難しいかなというときに預かる施設として基山町の職員であります保育士や、保健

師などが対応して保育を行っている施設でございます。保護者のほうからは、やはり感染症、

例えば最近はやっていますインフルエンザなど、子供の熱が引いた段階で、もう仕事に行き

たいので預かってほしいというようなお声が届くこともございますけれども、あくまでもま

だその熱が下がって数日間は感染の危険があるというような待機期間ということにもなって

おりますので、感染症のお子さんは、待機期間が明けるまでは病後児保育室ではちょっと預

かることが難しい現状でございます。そのように、医療機関ではない私どもの公営の施設で

病児を預かることには大変やっぱり大きな壁があるといいますか、難しいことだなというふ

うに感じているところでございまして、ただ病後児の御利用につきましてはもう少し利用の

手続を簡素化したり、それから周知をもっと図ったりということで、努力をしていかなけれ

ばならないというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 そうですね、使い分けながら両方使いながらという形で進めていけるんじゃないかなとい

うふうに思っていますし、それで空いている日にちが多いんであれば、また別の利用もです

ね、別々の使い方、使い道も考えていってくださればと思っております。 

 ５番目の学童保育に進みます。 

 待機児童がゼロであることは大変すばらしいことだと思っております。対象学年の拡大は

把握しているんですけれども、受入れ時間の延長というのがちょっと私、分かってなくてで

すね、いつ頃どのように拡大されたのか、また現在もさらなる受入れ時間の拡大を検討され

ているかお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 すみません、受入れ時間の拡大、時間外をですね、19時まで行っているんですが、ちょっ

とそこの始まった時期というのはすみません、手持ちに持っておりませんで、児童クラブは

２時から大体18時までを基本として、それ以降の分が時間外として延長してお受けしており

ます。児童を利用される方がやはり就労等で家におられないというのがございますので、そ
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ういった就労に対応した形で行わせていただいております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 ちょっとすみません、段ボールに貼って写真持ってきたんですけれども、すみません、御

覧ください。 

 これは、ひまわり教室Ａ、Ｂの開所前の大体７時50分ぐらいの様子です。これは４月でし

たので保護者の付添いもありますけれども、時間気にしながらもう時計見ながらですね、最

後までは付き添えずに途中で慌てて出勤される保護者もおられました。夏休みに入ると大分

保護者の付添いも減ってきています。以前はですね、門が開くのも８時ちょっと前ぐらいだ

ったので、道路にずらっと車が並んでいたんですけれども、今はちょっと門も開く時間が早

くなってきて、中には入れて子供を下ろして、もう保護者は出勤するみたいな形で、これも

15人ぐらい並んでます。これ夏ですね、このひまわりＡ、Ｂってもう直射日光がもうじりじ

り当たって、もう８時ぐらい30度近いですね、非常に暑い。何とかこの子供もね、支援員さ

んたちも外で待ってある状態だと思います。支援員さんは７時45分とか50分ぐらいに、子供

たちを見ながら開所の準備をされているんですけれども、その時間って勤務時間になってい

るんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 勤務時間になっております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 勤務開始は何時からになっていますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長、マイク。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 全員ではなくてですね、要は鍵を開ける、下準備をするということで大体お１人が担当と
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なりまして、大体30分前になると思うんです。８時からが業務になっております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 恐らくもっとたくさんの方がですね、支援員さんが保護者がもう行ってしまっているので、

一緒に付き添いながら見てくださっている現状を一度見ていただければと思います。保護者

からもう少し開始を早くしてほしいという声は上がっていませんか。これは教育学習課のほ

うがいいのか、こども課のほうのアンケートがいいのかちょっと分からないですけれども、

分かっていれば、お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 一応、たしか複数名の２人ぐらいの方からですね、そういったお声はいただきました。た

だ、どうしても支援員と補助員、中で働いていただくスタッフですね、こちらの確保がやは

り夏休み早い、もともとが８時と今８時からスタートですので、早い時間にそれ以前から準

備、あるいは要は準備をするというところでですね、非常に早朝になって、そういった人員

の確保もできるのかというのもありまして、一応そういった、どうにかできることがないか

というのは検討を１回したことあるんですが、現状のところで今、させていただいておりま

す。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 声に上げている方というのは結構なかなかおられないんですけれども、厚労省とかで調査

があっていたりもしますけれども、小１の壁ってよくお聞きしているかと思います。支援員

さんの問題も大きいかと思いますけれども、やっぱり子供の小学校入学に合わせて仕事を退

職したり、転職せざるを得ない保護者が一定数おられます。長期休暇中は、親の朝の出勤が

早いために、ファミサポを利用して自宅から学童までの送迎をお願いされている方もいらっ

しゃいます。あとは、学童に預けるためにいつも仕事に遅刻して、その分時給が減っていま

すという声も聞いています。ちょっとこの時間が正しいか分からないんですけれども、７時
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半に出勤される方がおられる。せめて１クラスだけ、例えば学童Ｃだけ７時半に取りあえず

部屋に入れる。駐車場にずっといるんじゃなくって、部屋の中で待機させるような、何かそ

ういった形でも安全な場所で子供が過ごせるという形を取れないか、何かもう全部を解消し

なくてもいいので、何とかその辺を少し工夫できないかちょっと検討していただければと思

います。この分に関しては、御答弁結構です。 

○議長（重松一徳君） 

 答弁要りませんか。 

○１番（工藤絵美子君） 

 はい。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 今工藤議員が言われるように、待機の部分というか朝の待ち時間を外で待っているという

ところについては、今課題と感じたところですし、やっぱり通常だったら８時までに学校に

行きなさいということなんで、恐らく30分早く開ければ今言われるような問題については解

消できるというところです。 

 一方でこの課題のところでも述べましたように補助員、支援員さんたちの確保というとこ

ろは特に夏休み苦労しているところですので、一斉に開けるところやっぱり難しいと思いま

すので、今言われたように、ちょっと延長保育の反対版というか、30分の受入れが可能かど

うかについてはですね、あるいは待機場所というふうに言われましたので、夏休みの待機場

所で例えば、今度Ｄ教室をまたランチルームを使うことになりますから、そしたら一旦校舎

内に入りますから、そういったところに待機できるという方法もありますので、ひなたの暑

いところで待たないでいいような工夫については、ちょっと検討していきたいなというふう

に考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 令和５年９月の学童保育に関する大山議員の一般質問で、柴田教育長から障害をお持ちの



- 179 - 

お子さんが５名以上いたら、加配をつけることができるようなメニューを目にしたので、調

査研究の後、検討したいと御答弁されました。その後この件についてはいかがだったでしょ

うか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 今年度は１人、支援員を増やしている状況ではあります。その辺りの予算の使い方につい

ては、そのメニューを活用しているかどうかというところについては、ちょっと私のほうで

は把握しておりませんのでちょっと課長のほうからお答えしたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 まずメニュー自体はですね、ございますが、現在は使っておりません。ただ一方で、この

メニューの中の上限額が決められておりますので、当然そこはもう超えて、今、住民皆さん

のサービスということでやっておるんですが、そういった部分もありましてですね、現在使

っていません。ただ、こういった支援員さんの困り事というのは、意見でいただいておりま

すんで、今現在、専門家による巡回、あるいはもう子供たちも含めて支援員さん、補助員さ

んへのこういうふうにやったらどうですかというような専門家からのアドバイス、そういう

のをですね、もう受けるような形で委託をして、今年につきましても特に長期休暇が長いの

で７月から８月を集中的に１回、１クラス２時間なんですが見ていただいてですね、既に４

月から10月で一応46回ほどはそういった専門家に見ていただいて、そういう助言等をしてい

ただくような形で、そういった対応で今進めさせていただいております。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 対応で関わり方であったり、いろんなそういったアドバイスもいただけているかと思いま

すが、支援員さん、多分頭数というか、手が欲しいというふうにおっしゃっているのではな

いかなとはちょっと思います。そのときの町長の答弁の中で、ふだん特別支援学級に行って

いない通常学級のお子様でも、夕方ぐらいになると少し様子が変になって、大体夕方ぐらい
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から少し過動するような傾向がある。ちょうど学童に、放課後児童クラブに来るぐらいにそ

ういう状況に陥るという話をよく聞きますというふうにおっしゃられていました。恐らく現

状はそうなんだと思います。ただ一般的に発達障害をお持ちの方が、夕方になると落ち着か

なくなるというわけではありません。環境の影響が一番大きいのかなと思っています。一日

学校で頑張ってストレスもたまっていて、学童保育は学校と違ってちょっと自由があります。

半分家に帰ったような気分になるのだと思います。私も学童保育にお迎えに行くととてもに

ぎやかです。静かにしませんとか走りませんとかいうのはもう日常に飛び交っていて、机は

椅子じゃないとか、窓から外に出ませんとか、靴下で外に出ませんとか、階段で寝転びませ

んとかもう本当にあらゆるもう多種多様なこんなことをするのかというぐらいの様々なお子

さんの様子が見られて、そらもう日頃から支援員さんたちの御苦労が伝わってきます。支援

員さんの表情も険しいこともあって、ひどくお疲れのようだなって思うことが結構ございま

す。待機児童がゼロであることは大変すばらしいんですけれども、やはり基準は満たしてい

るとはいえ、子供たちにとっては環境的にも心理的でも窮屈ではないのかなという印象があ

ります。ひまわりＤ教室については、今後また新校舎からまたランチルームのほうに移って

いくのではないかなと思いますので、本来学校で利用するスペースに制限が出てきたりとか、

今後不都合がないように進めていただければと思っています。より専門的な対応でいえば、

放課後等デイサービスの利用が望ましいお子さんもいらっしゃるかもしれませんけれども、

落ち着かない子に禁止の言葉とかで抑制するのはかえって症状を強めたりする可能性があり

ます。じっとしていられないのであれば、どちらかというと体を動かす発散のほうがですね、

効果が得られる場合もありますし、そういう意味ではもう少し身体活動とかそういった活動

ができるような学童保育があると子供や保護者にとっても選択肢が増えるのではないかと思

っています。現在基山町内の学童保育は公設公営で全て賄っておられますけれども、今後学

童保育を民間へ委託するとかの考えはありませんか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀教育学習課長。 

○教育学習課長（古賀 浩君） 

 まず、一般的に近隣のですね、部分を言いますと佐賀市さんは大きく報道で民間委託の方

向で動かれています。周りの部分についてはやはりそういったところでですね、なぜかとい

いますと、私ども同じ悩みがあるんですが、やはり支援員さん、スタッフがなかなか集まら
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ないという部分でですね、そういったところで民間の力を借りて民間活用みたいな感じで行

っているという部分があるかと思います。当然私どもも今は直営でやれておりますけれども、

そういったスタッフの配置等ですね、部分で、悩みは常にその余裕があるものではないので、

やはり現在もスタッフ、お願いをして集めておりますので、その辺は同じような状況が来る

のではないかとは思っておりますが、現時点では、今その辺も何とかスタッフを集める方法

とかですね、そういった検討を内部で行って進めておりますので、現時点ではそういう形で

すが、先ほど質問の言われたように、この先ではそういった課題の解決方法としてやはり民

間の活用というのも視野には入ってくるんじゃないかと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 状況を見ながら検討していただければと思います。今後も保護者が安心して働ける、子供

を安心して預けられる、子供も支援員さんたちも元気に過ごせる、そんな学童保育となるよ

うに今後も事業を進めていただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に６番、小中学校での熱中症対策です。 

 体育館の冷房に関しては、多額の費用がかかると思いますので、そんなに簡単なことでは

ないと思っています。ひとまず、スポットクーラーなどを入れて体育館全体でなくても、熱

くなった体をクールダウンできるような対策はできるのではないかと思っています。先月で

すね、ＰＴＡでベルマーク委員ですけれども、小学生を集めてですね、どんな備品があった

ら、結構ベルマーク点数たまっているので、何か必要なものが買えそうだったので、もう子

供たちに要るもの聞こうって聞いたんですね。どんなものが要るって出てきたのが、ボール

とかそういう遊ぶ道具ですね。と、あとはやっぱりもう暑いからとにかく涼しいものが欲し

い。他のやっぱりスポットクーラーとか冷水機があったらいいなという要望が出ました。ち

ょっとまだその辺は学校との調整が必要なので、取りあえずボールとかそういった遊具はも

う注文この間させていただいたんですけれども、やっぱり暑さが子供にとってはかなり負担

になっているかなという印象を受けています。夏休み期間については、大分市の小中義務教

育学校が熱中症対策を児童や教員の負担軽減のために、来年度から夏休みを７日間延長する

というニュースを見ました。夏休み明けの１週間は、今基山町がですね、４時間授業で大変

暑い時間に下校することを考えると、熱中症の観点から非常に危険だなというふうに思って
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います。ここに関しては、先生方のアンケートを実施されるというふうに答弁いただいてい

ますけれども、保護者や子供たちの声があればお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 まず、体育館のクーラーの件ですけれども、何らか対策できないかというところでバズー

カタイプのエアコンというやつがあって、室内機と室外機が一緒になって室外機の熱風が上

に上がって冷風が下に行くというタイプが近くの筑紫女子大学ですかね、にあったので見に

行きました。涼しかったんですけれども、音がすごいというのと結局室内機と室外機が合体

しているので、ドレーンホースが内側にあって、バケツに水がどんどんたまっていって１時

間に１回ぐらい捨てに行かなくちゃいけないとかですね、課題もありましたのでちょっとこ

れ、小中学校に入れるのは難しいなという、場所もすごく取ったのでですね、それでちょっ

と先ほど言われたようなスポットクーラーの設置を来年できないかというところを今検討し

ているところです。 

 それから、今言われたのが夏休みの期間ですけれども、アンケートについて、まさに今、

教職員に取っているので、先生たちがまずどう思っているかというところをまず把握したい

なと思っています。この前ＰＴＡの意見交換会でも保護者の方は半々ぐらい、若干、ちょっ

と夏休み元に戻したほうがいいんじゃないというふうな方のほうが多いぐらいでしたので、

意外と保護者の方もそういう意見なんだって、あの数でしたけれども、把握したところです。

全体に保護者の意見を今の段階で取ると、何かすごくそっちの判断が難しいところになりま

すので、まず先生たちの意見を見て判断したいなというところと、子供たちにアンケートを

取ると恐らく夏休みは長いほうがいいというふうに言うでしょうから、そこは取らなくてい

いかなと思っていますので、まずその結果を見て考えていきたいと思います。もう、大山議

員が議会だよりにもう３日間なるみたいなことを書いてありましたので、あの辺も含めて今

検討中でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 最後の質問となります。 
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 熱中症対策で保護者の方からですね、もうこれだけはどうしてもお願いしたいという声を

いただいています。中学校ですけれども、夏の期間は制服ではなくて、体操服の短パンと半

袖シャツで過ごすことはできないでしょうかということでした。私たちの頃はブルマーでし

たけれども、今は外で出歩いても全く大丈夫な立派な体操服です。通気性もいいし、動きや

すいですし、結構値段が高いだけに丈夫ですし、毎日じゃぶじゃぶ洗えるので清潔も保てま

す。あとはシャツをですね、ウエストにインすると、熱中症のリスクがあるというか運動後

に４度ぐらい違うみたいです、出しているのと入れているのでは。なので、それも子供たち

の熱中症予防とか健康のためですので、先生たちにはぐっとこらえてシャツアウトで着られ

ることをですね、許してほしいなと思っております。恐らく来年度も猛暑になるかと思いま

す。検討しますではなくてですね、いいですね、やりましょうぐらいの御答弁がいただきた

いと思っていますが、中２のお子さんをお持ちの今泉課長は、いかが思われますか、ちょっ

と時間ないんですけれども、すみません。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。もう時間がありません。 

○教育長（柴田昌範君） 

 もう、これ校長会のほうでも検討して、積極的にその辺検討しましょうということになっ

て、イン・アウトの話はまだしていませんのでこれからお話ししたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 工藤議員。 

○１番（工藤絵美子君） 

 これで一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で工藤絵美子議員の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時まで休憩します。 

～午後０時00分 休憩～ 

～午後１時00分 再開～ 

○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、末次 明議員の一般質問を行います。末次議員。 
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○９番（末次 明君）（登壇） 

 皆さん、こんにちは。 

 ９番議員の末次 明でございます。 

 傍聴席の皆様、傍聴ありがとうございます。 

 今回私は、基山町から犯罪をなくそうということで、一般質問通告をいたしました。安全

な国として世界に誇ってきた日本が少しずつ崩壊してきているからです。このままでは、基

山町で犯罪被害に遭う人、犯罪を犯す人、事件に巻き込まれる人が増えるのではないかと懸

念しています。そこで、町民、地域が一丸となって防犯意識を高め、犯罪件数ゼロを目指そ

うということです。そのためには、安心安全のまち基山町を広く町内外に宣言して、犯罪を

起こしにくいまち、起こしにくい環境を整備しましょうということです。町長、議会、地域

はもちろん、マスコミやＳＮＳなどあらゆるものを利用して全国に、そして何よりも、犯罪

を起こそうとしている人や組織に、基山町の防犯対策はすごいと思ってもらうことです。こ

れを効果的に行うには、他の自治体よりもいち早く徹底的に取り組むことです。質問に入る

前に、まずは今現在、基山町内で見守りや防犯活動に関わっていただいている全ての組織、

関係者の皆様に感謝と御礼を申し上げます。 

 質問事項ですが、（１）基山町として「安心安全のまち」を宣言して、防犯に取り組みま

しょうということでア、防犯を推進する町内の組織はどのように機能しておりますでしょう

か。 

 イ、地域における見守り活動や防犯パトロールについてどう評価しておられますか。 

 ウ、町内の郵便局、宅配業者、新聞配達などの組織との協定はどうなっておりますでしょ

うか。 

 （２）町内での犯罪発生件数状況について伺います。 

 ア、犯罪が凶悪化していますが、本町では年間どれぐらいの犯罪が発生しているのですか。

昨年度の刑法犯件数は何件ですか。 

 イ、空き巣、詐欺被害、不審者情報などがあった場合、どのような方法で地域住民に伝え

ておられますでしょうか。 

 （３）特殊詐欺に対する町民の意識改革に町としてどのように取り組んでおられますでし

ょうか。 

 ア、特殊詐欺被害について、防災行政無線や安心安全情報メール等による注意喚起の状況
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は現状はどうなっておりますか。 

 イ、自動通話録音機、防犯グッズなどの購入に対する支援対策はどうなっておりますでし

ょうか。 

 （４）強盗などの凶悪犯、暴行、傷害、恐喝などの粗暴犯、窃盗などを見守り強化や防犯

対策の徹底により削減できないでしょうか。 

 （５）防犯灯、防犯カメラの整備について伺います。 

 ア、設置基準、点検はどのような手順で行われておりますでしょうか。 

 イ、今後の防犯灯、防犯カメラの設置計画の方向性はどうなっておりますでしょうか。 

 ウ、街路樹によって道路の見通しが悪く、死角となっている箇所があります。街路樹剪定

の基準はどうなっておりますか。 

 エ、景観や見通しを悪くしている看板等の設置に対する町の取組はありますか。 

 （６）ＳＮＳやマスコミなどあらゆるメディアを使って基山町がやっている防犯対策をア

ピールできませんでしょうか。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 末次 明議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 １、「安心安全なまち基山町」宣言をして犯罪ゼロのまちを目指せ。 

 （１）基山町として「安心安全のまち」宣言をして、防犯に取り組め。 

 ア、防犯を推進する町内の組織はどのように機能しているのかということでございますが、

各区から推薦された委員の方々、そして基山交番の所長さんで編成されます安全なまちづく

り推進協議会を毎月開催し、防犯に関する協議、情報交換を行っているところでございます。 

 会議内容はですね、月に１回の団体長連絡会議や、それから各区の運営委員会で報告して

いただき、町民の皆さんへの周知及び注意喚起を行っているところでございます。また、安

全なまちづくり推進協議会、補導委員会、男性ボランティアの会等の各種団体や、町民の皆

さんの協力により地域や子供の見守り活動、防犯パトロール、ながらパトロールを実施して

いるところでございます。 

 イ、地域における見守り活動や防犯パトロールについてどう評価しているかということで
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ございますが、地域や子供の見守り活動、防犯パトロール、ながらパトロールにつきまして

は、安全なまちづくり推進協議会、補導委員会、男性ボランティアの会等の各種団体や町民

の皆さんの協力により実施され、町内の犯罪防止につながり大変効果があると思っています。

抑止力というかですね、そういう方々がまちの中を歩いていただく、単に歩いていただくだ

けでもですね、非常に抑止力につながっているんじゃないかというふうに思って感謝してい

るところでございます。 

 ウ、町内の郵便局、宅配業者、新聞配達等の組織との協定はどうなっているかということ

でございますが、住民が安心して暮らしていける地域社会づくりの実現に寄与することを目

的に、令和２年９月29日、鳥栖警察署、鳥栖郵便局、基山郵便局、基山町による４者で地域

における協力に関する協定を締結しているところでございます。 

 協力の内容といたしましては、郵便局員が基山町における業務中に、高齢者、障害者、子

供等の何らかの異変に気がついた場合には町へ情報提供を行い、緊急を要する場合には直接

消防または警察等の関係機関に通報するというそういう形になっております。また、高齢者

等を対象にした見守りネットワーク事業において、鳥栖郵便局、基山郵便局、九州電力鳥栖

営業所、セブン－イレブン・ジャパン、佐賀県医薬品配置協議会、佐賀県ＬＰガス協会鳥栖

支部、コープさが生活協同組合、明治安田生命保険佐賀支店と協定を締結しておりますので、

連携して見守り活動を行いたいというふうに考えているところでございます。 

 （２）町内での犯罪発生状況についてということでございますが、ア、犯罪が凶悪化して

いるが、本町では年間どれぐらいの犯罪が発生しているのか。昨年での刑法犯件数は何件か

ということでございますが、令和５年度の犯罪発生状況は詐欺が13件、万引きが10件、自転

車等の乗り物盗、乗り物を盗むことですけれども乗り物盗が８件、それから建造物損壊が７

件、暴行４件、それから置き引きが３件、その他の犯罪が10件で合計55件というふうになっ

ているところでございます。 

 空き巣、詐欺被害、不審者情報などがあった場合、どのような方法で地域住民に伝えてい

るのかということでございますが、詐欺や不審者情報等については、ホームページや広報紙

に掲載して周知しているほか、赤色回転灯積載車による広報活動を行い、注意喚起を行って

いるところでございます。また、安全なまちづくり推進協議会委員の方に毎月の各区の運営

委員会の中で、町内の犯罪情報を報告していただいております。実際に町内において、設備

業者やリフォーム業者を装った電話や訪問があり、被害に遭いそうになった事案がありまし
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たので、ホームページ、広報紙への掲載、チラシを作成し周知したほか、そのタイミングで

ですね、赤色回転灯積載車によるパトロール、そして注意喚起の放送もですね、ちょうどこ

の地域でこういう詐欺が今行われてます、例えば屋根を改修するみたいな話だったと思いま

すが、ああいう密集の住宅地だったのでそこの地域にですね、すぐに車を入れてそういう放

送をしながら走るという形をとりました。 

 （３）特殊詐欺に対する町民の意識改革に町としてどのように取り組むかということなん

ですが、ア、特殊詐欺被害について、防災行政無線や安心安全情報メール等による注意喚起

の現状はどうなっているかということでございますが、特殊詐欺等の情報についてはホーム

ページ、ＬＩＮＥなどを活用し、情報提供や注意喚起を行っております。また、佐賀県警察

安心情報や防災ネットあんあんの登録者数を増やし、広く町民の皆さんへ情報提供できるよ

う、登録方法を広報紙、ホームページ、ＬＩＮＥなどに掲載し周知してまいりたいというふ

うに考えております。 

 イ、自動通話録音機、防犯グッズなどの購入に対する支援対策はどうなっているかという

ことでございますが、現在、自動通話録音機であったり、防犯グッズなどの購入に対する助

成を行っておりません。他の進んだ自治体の事例等を調査研究させていただき、そういった

ものの検討もしていきたいというふうに思っております。 

 （４）強盗などの凶悪犯、暴行、傷害、恐喝などの粗暴犯、窃盗などを見守り強化や防犯

対策の徹底により削減できないかということでございますが、現在のところですね、幸いな

ことに基山町では強盗などの凶悪な犯罪は起きていないところでございます。今後も鳥栖警

察署と連携し、町内の循環パトロールの強化を図るとともに、安全なまちづくり推進協議会、

補導委員会、男性ボランティアの会等、各種団体や町民の皆様との協力による地域の見守り

や防犯パトロール、ながらパトロールなどを引き続き行うことにより、犯罪防止に取り組ん

でまいりたいというふうに思っております。現在は凶悪な犯罪は起こっておりませんが、こ

れからまたどういう状況が起こってくるか分かりません。様々な犯罪形態が今、起こってき

ていますので、そういった情報を集めながら対応できるようにしていきたいというふうに思

っています。また、最近の犯罪は高齢者の方が狙われやすいため、本来一人暮らしの高齢者

等の急病や異常の早期発見のために対応しております緊急通報システムを活用し、家に不審

者等が来た場合にも警察や警備員が気づけることができる体制整備を行っていきたいという

ふうに思っております。今回の一般質問でもう既に２回ほど出てきた、この緊急通報システ
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ムですね、これをですね、２種類あるということの特に２つ目をこれからどんどん広げてい

って、それは防犯にも役立つようにできないかという、今、検討を始めたところでございま

す。 

 （５）防犯灯、防犯カメラの整備について、ア、設置基準、点検はどのような手順で行わ

れているかということでございますが、防犯街灯は各区からの要望があり、現地確認を行い、

基山町防犯街灯設置基準等に関する要綱に基づいて設置しているところでございます。防犯

街灯の点検については、各区の区長、安全なまちづくり推進協議会委員の方から点検や消灯

している場合は報告をいただき、随時町のほうで修繕を行っているところでございます。ま

た防犯カメラの設置は、各区からの要望や開発等により、地域の情報状況が変化した場合に

現地確認を行い、基山町防犯カメラの設置並びに管理及び運用に関する要綱及び基山町防犯

カメラ設置指針に基づいて設置しているところでございます。 

 防犯カメラの点検につきましては年１回保守点検業務を委託し、カメラ、録音装置などの

点検を行い、点検結果により修繕を行っているところでございます。 

 イ、今後の設置計画の方向性はどのようになっているかということでございますが、防犯

街灯の設置については現在、各区から要望があり、区または地区で電気料を負担することに

同意され防犯上必要がある場所へ設置をしていますが、今後も同様に設置をしてまいりたい

と思っております。また、蛍光灯の防犯灯が故障した場合には、随時ＬＥＤへの交換を行っ

ているところでございます。場所によっては、区、地域からの電気料じゃなくて町が電気料

を持っているようなそういう場所もございます。 

 防犯カメラの設置については、各区からの要望や開発等により地域の情報が変化し、実際

にそこをチェックして、防犯上設置が必要というふうに担当課が判断した場合にはですね、

随時設置を検討しているところでございます。最近はもう大体のところに設置されたんです

が、この防犯カメラはほとんど設置、基山していなかったんで、私町長になってから始めた

ようなものなんですけれども、最初のほうは私自身が自ら行ってここ本当にいるのかどうか

っちゅうチェックをしていましたが、もうすごい数になったので、もう今は担当課のほうに

全部お願いしているというそんな感じでございます。大体のところにはですね、防犯カメラ

ついてきたんじゃないかなというふうに思っているところでございます。何で前、基山町が

防犯カメラがつけていなかったかというと、プライバシーの問題があるのでつけられません

というので議会で答弁がずっとされていた、過去の見るとそうだったんで、もう私のときに
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なって、もともと防犯カメラはテープで撮って、ある一定で上書きするので、それを誰かが

見ているわけではございません。もちろん図書館とか学校の一部は、随時見ているようなも

のもありますが、それ以外のものはプライバシー問題は全くないと思いますので、つけられ

るところにはつけることで、それが抑止力になるというふうに思っております。関係ないこ

とですが、不法投棄をやめさせるのの一番いいのは防犯カメラでございまして、防犯カメラ

をつけると不法投棄は大体そこはなくなりますんでですね。ただ、他のところにまた不法投

棄するのかもしれませんけれども、そういう感じのところがございます。ちょっと離れてし

まいましたけれども、すみませんでした。 

 それから、ウ、街路樹によって道路の見通しが悪く、死角となる箇所があるが剪定の基準

はどうなっているかということでございますが、町道にある植樹帯のツツジなど低木につき

ましては、地上50センチの高さで樹木が傷つかない程度で、植栽ポットからはみ出さない形

を基本として剪定をするというそういうルールになっているところでございます。逆に今度

は低木じゃなくて高木の枝葉の剪定につきましては、高さ５メーターまでとし、上部先端は

電線等に３年から４年は触れない程度で剪定し、道路側はトラックなどの大型、中型車両の

通行の妨げにならないように剪定するというふうな、そういう形で今剪定を行っているとこ

ろでございます。また、道路の植栽等により見通しが悪くなっている場所については現地を

確認し、国道は国道事務所、それから県道は佐賀県東部土木事務所へ伐採を依頼していると

ころでございます。ただ緊急の場合は、町のほうで了解取って切ったということもございま

す。 

 エ、景観や見通しを悪くしている看板等の設置に対する町の取組はあるかということでご

ざいますが、町が設置した看板は点検を毎年行っており、各区から上がってくる報告を受け

て改修または撤去をしているところでございます。令和５年度にはＳＡＧＡ2024国スポ・全

障スポの開催に向けて県の補助金を活用し、町が設置した公共性を有する看板で老朽したも

のについては45か所を改修、６か所を撤去を行いました。また、違法広告物撤去活動実施者

講習会を受講し許可を受けた安全なまちづくり推進協議会委員が、毎月の会議の終了後、違

法屋外広告看板の撤去活動を行っていただいているところでございます。 

 （６）ＳＮＳやマスコミなどあらゆるメディアを使って基山町が行っている対策をアピー

ルできないかということでございますが、町で行っている防犯対策について詐欺手口の多様

化、詐欺被害の増加がしているところから、ホームページ、広報紙、ＬＩＮＥ等を積極的に
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活用し随時情報提供や注意喚起を行っているところであります。また、地域や子供の見守り

活動、防犯パトロール、ながらパトロールなどを実施し、町内の犯罪防止に努めていきたい

というふうに思っております。こういった広報であったり、活動はやはり多過ぎて困るとい

うことはないと思いますので、広報についてもいただいた意見をまた参考にですね、より強

化していって、広報をやっている、広報を見ていただくと言ったらいかんな、見てしまう犯

罪者の方がそれを見ることによって少しでも抑止力が働くようなそういう感じの活動をこれ

からまた考えていきたいと、そして安全なまち基山を目指していきたいというふうに思いま

す。 

 １答目の答弁は以上でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 まず、防犯を推進する町内の組織はどのように機能しているかを伺いました。 

 町長にお伺いしたいんですけれども、この安全なまちづくり協議会の中で基山町というの

はどのような立場、立ち位置にあるんでしょうか。また、松田町長もこの会合には時々出席

されますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まず、私も年に何回かは必ず出させていただくんですけれども、特にメンバーが変わった

ときなんかは。当然ながらうちの担当課はもうメインに出て、その会を、会長さんは委員の

中に１人おられるんですが、その人をサポートするような形で会を進めていくという形にな

ります。あと大体ほとんど、人によっては来られなかった署長さんもおるんですけれども、

最近の署長さんは大体来られていただいて、最新の犯罪情報等なんかも流していただけると

いう形になっております。それで、すごく安全なまちづくり協議会のメンバーがすごく団結

力があってですね、これのＯＢ会なんかがずっとあって、実はロードレースの主となるいわ

ゆるボランティアの一つとして、安全なまちづくりＯＢ会という方々が歴代ずっと何十人っ

て来ていただいてロードレースを支えていただいている。つい最近もそういうことがござい

ましたし、ああいう樹木の伐採とかクリーンアップＫＩＹＡＭＡのときも企業のグループと
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同じように、この安全なまちづくりのグループのＯＢ会の方々が一緒に参加していただいた

りも、これ毎回していただいてますが、そういう活動もやっていただいておりますので、非

常に感謝もしておりますし、非常に機能もしているというふうに思っているところでござい

ます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 どちらかというと警察主導の協議会かと思うんですけれども、私も毎月第６区の運営委員

会に出席いたしまして、区の推進員の方から協議会だよりと活動報告を受けています。身近

に起きている犯罪情報なので、この頃ですね、巧妙な犯罪が増えているなということを実感

しております。この協議会の中で、基山町は今現在どのようなサポートをしていただいてい

るんでしょうか。例えば、ここの場所を強化してくださいとか、防犯教室を開いてください

とか、そういうふうな町民目線の要望というのは、その会合の中では、協議会の中に伝わっ

ているんでしょうか。（「基山町で……」の声あり） 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 私が答える……担当がいますが、今の質問は、基山町が何かその協議会に諮問じゃないけ

れどもこんなことやってほしいみたいな、そういう話を言っているかというそういうことで

すかね。（「そうですね」の声あり）私が出たときの話によりますと、大体警察からこういう

心配があるとかそれから町からもそういう報告をして、それに対して注意をしていただくと

いうことをお願いしているというのが、メインかなというふうに思っておるところでござい

ます。担当は担当課のほうで。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 会議の場で、そのほかに各区の委員さんがいらっしゃいますので、毎月の点検ですね、各

区を点検していただいておりますので、その危険箇所、放置自転車等がないかそういったと

ころの報告を受けております。また町のほうからも、何かある場合はお願いをしたり、その



- 192 - 

場で行ったりしております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 あと、資金的な車の提供とかその辺のサポートというのはどういうのがあるんでしょう、

具体的に。あれば、車を提供しているとか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 車の提供といいますか先ほども答弁ございましたけれども、会議終了後ですね、違法広告

の看板の撤去等につきましては３班に分かれて行っていただいておりますので、そのときに

は庁用車を準備していってもらっております。あと、毎月防犯パトロールやっていただいて

おりますので、それにつきましては、青色回転灯の積載車を準備してそれによってパトロー

ルを行っていただいております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 それから、町内の防犯、犯罪防止につながり大変効果がある地域における見守り活動や安

心安全パトロールについて伺いましたけれども、具体的に言いますと、私の近所では、私は

６区に住んでるんですけれども、若基小学校周辺12区の方がですね、長年見守りを続けてい

ただいておるんですけれども、近頃感じるのはちょっと見守っていただく方が減ってきたか

なという感想を持っております。感謝を申し上げるわけですけれども、このような善意のボ

ランティアの方がだんだん減ってきているみたいなんですが、やっぱり私は、町長もさっき

回答でおっしゃったように、人の目で見回っていくというのが重要かと思うんですが、これ

を再度人数を復活させるとか、ほかの区、広く基山町内外、基山町のほかの区にも広げると

か、そういうことはできないんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 
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 今12区のお話がございましたけれども、先日私も男性ボランティアの会の会長さんとお話

ししている中でですね、やはり会員数が減って活動が厳しくなってきている等々のお話もお

伺いしましたので、今後その募集等について、何か御協力等ができるかないかは、今後話し

合っていきたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 私が今回ここでやっぱり一番言いたいのが、基山町一丸となっていますよということを町

民の皆さんに理解していただくということなんで、多少費用とかもかかってもですね、いろ

いろ手当、例えば制服をきちんと準備してあげたり、帽子とかそういうなのもきちんと準備

してあげるとかそういう形で、しかも町内みんな同じ格好して回っていますよというのが大

事かと思っておりますので、その辺りまたよろしくお願いいたします。 

 それから町内の事業者との協定ですけれども、鳥栖警察署、鳥栖郵便局、基山町郵便局、

基山町による４者に、地域における協力に関する協定や見守りネットワークの事業をやって

ありますが、これの協定を結んだことによって、事件や事故を未然に防げたというような事

例はございますでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 この協定締結後ですね、この協定により協力をお願いした事例が令和５年度に行方不明者

の方が認知症の方でしたけれども、捜索の件で一度情報提供の依頼をした事例がございます。

その１件だけでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 こういうふうな事例で成功事例といいますか、こういうので未然に防げましたというのが

あればぜひ大々的にですね、広く広報していただくといいかなというふうに思います。 

 それから町民に認知されている事業者は、昼間だけでなく、夜間においても仕事をされる

方はたくさんいらっしゃいます。例えば我が家では、朝刊の配達が夜中の２時から３時ぐら
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いの間に、もうめっちゃ早いんですけれども配達されるんですね。そう考えるとバイクの音

がボーンとするとそれだけでも十分な防犯につながっていると思いますけれども、今後タク

シー会社なども含めて協定先を増やしていくというか、町内でも夜も何かしてあるような方

も含めて増やしていくようなことは検討はされていないでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 見守りとか協定の件でございますけれども、先ほど町長の答弁でもございました見守りネ

ットワーク事業においてですね、今８者と協定を結んでいる状況でございます。その中に新

聞社等は入ってございませんので、その辺りも検討して協定ができればというところで考え

ていきたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 それから特殊詐欺に対してですね、金融機関とかあるいはコンビニの職員さんが事前に詐

欺を防止したというニュースをよく聞きます。そして警察の表彰を受けたとかいうのがテレ

ビや新聞に載りますが、その後に基山町としては、そういう方に対して何かフォローしたり、

別途また表彰をしたりとか、あるいは基山の広報で取り上げたりという、何かサポートをし

てあるようなことはないんでしょうか、それとももうそれはあくまでも警察にお任せなんで

しょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 そういったところの表彰の部分ですけれども、確かに鳥栖警察署等ではされてございます。

基山で事例があったかはどうかはちょっと私は今のところ把握できておりませんけれども、

そういった町民の方でですね、そういった表彰を受けられた方がいらっしゃいましたら広報

等で周知することは可能だと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 
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○９番（末次 明君） 

 これも事後のほうが私は大事だと思っていて、こういうふうにして基山町民の方はコンビ

ニの方、あるいは金融機関に勤めている方、場合によってはＡＴＭの近くにいらっしゃった

方がすぐ声かけて詐欺を防止するというのが、要するに町民の意識が高いですよねというの

が伝わればいいかなというふうに思っております。 

 続きまして、これ松田町長にお聞きしたいんですけれども、昨年度の刑法犯件数を伺いま

した。基山町は福岡県との県境にあるわけで、道路網も整備されていますけれども、逆を言

いますと、非常に逃げやすいし、つかまりにくい交通事情もあるのかなというデメリットも

あると思っていますが、まさに大きな事件はなかったんですけれども、この発生件数の数と

か内容について、どのようにお受け取りされているでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 たしか佐賀県全体の中で見れば人口、いわゆる佐賀県全体の人口分の基山の人口よりもこ

の比率は低かったというふうに思います。だから、場所的なものを考えると、それなりに頑

張っているかなとは思うんですが、それでもこれだけの数がありますのでこれは減らす努力

をしていかなければいけないというふうに思っているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 空き巣、詐欺被害、不審者情報などがあった場合、どのような方法で地域住民に伝えてい

るかを伺いました。今、私の手元には、先月６区の運営委員会に出たときにいただいた資料

とか、12月の広報で配られた資料があります。１つずつ読み上げますと、基山交番が発行し

てあります交番速報というのがあります。これは10月20日付になっておりますが、自動車盗

難、車上狙い注意というのがありまして、続きましてこれもまた鳥栖署基山交番が発行して

いる令和６年11月号の広報きやまということで、犯罪発生マップとか細かな事件の内容が書

かれています。それから、令和６年11月号の地域安全ニュースというので、これは鳥栖地区

の防犯協会連合会が発行されている分です。それに、これは基山町の役場の住民課くらしの

安心・安全係のボイラー等の点検を装った不審な電話訪問についての周知依頼というのでビ
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ラが入っておりました。それと６区の運営会でいただいた安全なまちづくり協議会だよりで

ございます。それと、この頃は議員のほうには全部基山町内の防犯カメラの数と位置図をい

ただいております。それとやっぱりテレビとか新聞見ると非常に、詐欺被害に遭ったとか、

もう凶悪犯が侵入したとかいうニュースが常に流れているんで、本当に全国ではもう大きな

被害が起きている。いつ基山に来るかなというふうに思わずにはいられないようなニュース

ばっかりでございます。これのですね、発生する犯罪の抑制策として、例えばもうすぐに訪

問販売等で不審者が来た場合ですね、町長おっしゃいましたけれども、これを確実に実行し

てほしいのは、例えばけやき台の中で１件、そういうふうな犯罪が来てすぐ警察なり役場等

に通知があったら、もうすぐにでもさっきの青パトじゃないですけれども、そういう車を出

していただいて警戒をしてほしいということなんですが、どちらかというと、さっき私が言

いましたチラシとか広報はどうしても事後の報告なんですよね、事後の報告もこういうのが

遭っているということで大切なんですけれども、今起こっているときにすぐ対応すると、１

軒目で失敗したから２軒目に行こうという方が退散していただけるわけなんで、そこに人を

つぎ込むというのも非常に厳しいかと思うんですけれども、昨日の中村議員のときにちょっ

と集落支援員の話がありましたけれども、集落支援員を産業振興とかまちづくりのほうだけ

じゃなくて、私はもうこれから犯罪を防ぐという意味で、１人ぐらいは集落支援員の方を特

にその道の方にできるだけお願いして１名雇えないかなと思うんですが、町長、いかがでし

ょうか、そういう考えはございませんか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 それだけだとちょっとさすがに厳しいかもしれないですね。恐らくそういう通報もそんな

にないと思いますので、何かもうちょっと広げて何か役割を考えるとか、そういう話が必要

なのかなというふうに思います。それから先ほど、いろんな機関等の関係で今セブン－イレ

ブン・ジャパンはやっているんですけれども、コンビニ、すごく大事だと思いますので、今

コンビニが７軒基山にありますかね、ファミマが３つで、あとローソンとセブン－イレブン

が２個ずつですからですね。だから、今セブン－イレブンだけなんで、やっぱりコンビニは

夜遅くまでやっていますので、前はガソリンスタンドがやっていたんですけれども、ガソリ

ンスタンドは働き方改革で夜、結構閉まるようになったんで、一番いい機関だとは思ってた
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んですけれども、ちょっと今の関係ない話ですけれども、そういうものも含めていろいろ考

えて、さっきのやっぱりごみ、今日午前中話題になったごみとの関係なんかでやっぱり結び

つくような気はしないことはないんですけれどもね。だから今度また環境の募集をするんだ

ったよね。だからその中に、防犯的なやつも機能も入れるとかいうのはあるかもしれないな

と思ったところなんですけれどもですね。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 それから、基山町では安心安全に暮らせるまちづくりのために、ながらパトロールという

制度を設けてありますよね。そして、実際に今も募集をしてあると思いますが、登録された

方にはブルーの腕章とあとミマモリストラップを配布しているということなんですが、現在

基山町では、初期の頃と比べて増えてきているんでしょうか、それとも下がってきているん

ですか、その辺りの数字というのが分かりましたらお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 ながらパトロールの登録人数でございますけれども、現在11月末時点で590人でございま

す。令和５年度末が584人ですので、年間の登録者数というのは減ってきております。減っ

てきている状況ですね、来年度の１月号に見守りながらパトロールの広報の掲載を予定して

おります。 

 以上でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 これもぜひ再度強く公募をしていただいて、さらにこういう形で活動しておりますよとい

うのをですね、しっかりと町民の方に理解していただく、さらには長年していただいて本当

に実績のあるような方を表彰するとかですね、もう具体的にいい活動というのをアピールし

ていただきたいと思っております。 

 それともう一つ、もう10、15年か20年ぐらい前だったと思うんですけれども、基山町では
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町内の農業者の軽トラックとか、あるいは商用車みたいなところにステッカーが貼ってあっ

たと思うんですけれども、安全な町か何かいう形で、そういうふうな何かありましたよね。

（「補導員」の声あり）あれ補導員だけですか、でも一般の家庭の農家の人たちもトラック

につけていたような気がするんですが、そういうふうなステッカーを例えば私の車はもう貨

物用の軽のワゴン車ですから、つけていいわけなんですけれども、それとか農家の方が持っ

ている軽トラックとか白い部分にべたっと貼って、何らそんなに都合が悪いわけじゃないん

で、多くの町民がつけられたらと思うんですが、その辺りというのをもう１回以前の状況も

調べてもらった上で再検討はしていただけないでしょうか。そうすることで、基山町って何

かみんななんかつけているよねっていうのを犯罪者に意識してもらったらいいと思っていま

すんで、いかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 確かにですね、安全なまちづくり推進協議会委員さんとか交通安全指導員さんにお渡しし

て、ふだんから自家用車等につけてもらって注意喚起を行っていただいたと思っております。

その中でもですね、マグネットの貼り付ける部分につきましてですけれども、地域の中でも

見守り活動等を御協力いただける方につきましてはお渡しして、多くの方に見守っていただ

いて防犯活動を行っていただいて、町内防犯に対する意識が高くなることはいいことだと思

いますので、そういったところを検討してまいりたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 それから基山町、あと今、子育て支援とかも一生懸命やっていただいているし、消防だと

もう毎年春、秋の防火訓練、それから災害についても非常に増えてきていますんで、避難訓

練なり各区でのいろんなイベントのときに出張して訓練をやるというふうなことがあります

けれども、なかなかこの防犯に対しては大きな町全体での取組はやっておられないような気

がするんですけれども、基山町としてですね、これから防犯、私は力を入れていただきたい

んで、防犯の訓練もやっていますよと。しかもそれを例えばニュースとか新聞とかにも広く

取り上げていただいて、基山町ってこういうことをやっているんだなって防犯意識が強いん
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だなというのを広めてほしいんですが、そういうふうな防犯の研修会なり町内全体で開くよ

うなそういうふうな検討はしていただけませんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 確かに防犯に対する訓練等は現在行っておりませんけれども、県である研修会とかですね、

そういったところには参加して訓練的な研修会ではないですけれども、お話を聞く研修会に

なりますけれども、そういったところには参加していただいているところでございます。そ

の訓練につきましては、警察等と協議してどういったものができるかは検討してまいりたい

と思います。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 ぜひそうですね、ほかの先進的なところのを見ていただいて、できるだけたくさんの方が

いらっしゃるとき、場合によってはもう一つの町民会館の大ホールなり小ホールで何かあっ

ているときの後に、最後の10分間ぐらいにちょっとこれを入れさせていただくということで、

たくさんいらっしゃるときこそ何かを伝え、犯罪防止の事例とか、具体的に対応、対処の仕

方とかをしていただけたらというふうに思っております。 

 それから犯罪の事例は、先ほど言いましたようにこういうふうなチラシをたくさん刷って

配るのはいいんですけれども、逆に私これをたった１か月、11月だけで４枚も５枚もこうい

う用紙をもらったんですけれども、私はたまたま今回一般質問をしますんでこの内容は詳し

く読みましたけれども、本当に４枚も５枚もこういうのが、安全ニュース地域の防犯とかい

うのが来たときに、町民の方が本当に読んでくれるかなというふうにちょっと疑問を持った

わけなんですけれども、こういうふうなのを基山町と警察署、あるいは先ほどの安全のまち

づくり協議会とかが一緒になって、もう１本にして、毎月じゃなくてね、何か月に１回とか

本当に町民が見るようなのってできないもんなんでしょうか。ちなみに、これは基山町の交

番が発行すると思うんですけれども、印刷、コピーをして配るのは基山町なんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 
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○住民課長（藤田和彦君） 

 警察のほうからですね、出される広報とかそういったものについては警察の方でですね、

もう印刷して部数持ってこられて、うちのほうで広報と一緒に入れて回覧をしてもらってい

るところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 ぜひ町民の方がまず見るというのを前提の上で持ってこられただけ配るんじゃなくて、そ

の辺りもぜひ皆さん方でお話合いをしていただいて、いかに町民の人が目を通すか、それを

具体的対策として実施してくださるかというのを考えた上で対応していただきたいと思いま

す。 

 それから今度は柴田教育長にお伺いしたいんですけれども、犯罪というのがもう子供から

高齢者まで幅広く、もう人を問わず、家を問わず増えてきておりますが、学校では登下校に

ついては見守りが十分なされておりますけれども、それ以外の例えば自宅に１人でいるとき

とか、土日のときなんですけれども、犯罪に遭わない、犯罪を犯さないという教育は学校で

は実施していただいているんでしょうか。それとあと、今現在ですとＳＮＳを利用する犯罪

とか闇バイトとかいうのがありますから、もう既に中学生ぐらいが闇バイトに関わっている

というニュースも伝わっておりますが、その辺りの教育というのはどのように実施されて子

供たちにこのマナーを教えてあるんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 まず１点目の犯罪に遭わないための教育というところにつきましては、防犯教室というこ

とで2001年の６月でしたか、大阪の池田小学校の殺傷事件がありましたけれども、校内に不

審者が入ってきたということで、それに対する避難訓練を各学校でしているということと、

それに伴って校内だけでの対処ではなく、先ほど言われたような校外で１人でいるときとか、

そういったとき、不審者と遭った場合にどうしたらいいかということをですね、毎年学習す

るようにしています。具体的には以前もお話ししたかと思いますけれども、行かない、乗ら

ない、大声を出す、すぐ逃げる、知らせるといういかのおすしというですね、標語を使いな
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がら毎年行っている状況です。 

 それと２点目のＳＮＳ等の犯罪被害防止についてですけれども、この辺についても今、子

供たちにタブレット等を持たせていますので情報モラル教育というところについては各学校

で行っておりますけれども、具体的には小学校においてはＮＴＴドコモとかａｕとかですね、

そういった携帯電話会社が講師を派遣して、子供たちにＳＮＳ等の危険性を、１回写真を友

達に出したらそれがスクリーンショットで回って決して消すことができないとかですね、そ

ういった危険性等について学ばせる取組を行っていますし、中学校においては来週12月13日

ですけれども、弁護士の方をお呼びしてＳＮＳ等の犯罪被害防止ということで、御講話をい

ただくような予定にしているような状況でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 ぜひこのあたりにはですね、力を入れて今後も対応していただきたいと思います。 

 それから防犯グッズの購入に対する助成等は行っていませんが、他の自治体の事例等を調

査研究いたしますというような回答がございました。まずは子供たちを守りたいわけですけ

れど、今現在子供たちは自分で防衛策として保護者の方が与えてある何らかの防犯グッズあ

るかと思いますが、例えば学校で推奨するような防犯グッズというのは今現在、あるんでし

ょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 先ほどいかのおすしとかそういったところでも防犯ブザーを鳴らすということについて、

子供たちに言っていますので、防犯ブザーの所持についてはみんなに促しているところです。

ただ、以前末次議員からこの件については町で買い与えてはどうかというアドバイスがあっ

たかと思いますが、そこについてはまだですね、町で導入というところには至っておらず、

各家庭で購入していただいているような状況でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 
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 だから、今回ちょっと私が言いたかったのは、全員が持っていますよというのが前提でで

すね、そうすると、やっぱり犯罪を犯そうという人たちは用心するわけですから、基山町の

小中学生は全員持っています。しかもすぐ鳴らし方も知っているし、声を上げる方法も習得

しているとかいう徹底した形で通学をしてもらいたいわけですけれども、そこですと今度じ

ゃあ全員となると、私はもう基山町が一定の援助をする、場合によっては買い与えるという

のが検討してもいいかなと思いますんで、これはまだ私の希望ですけれども、その辺り、今

後検討をお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 答弁はいいですか。 

○９番（末次 明君） 

 もう答弁は結構です。 

 それから見守り強化や防犯対策の徹底により、犯罪が削減できないかを伺いました。 

 私、先ほど町長にも言いましたけれども、集落支援員の方お１人をこの方面でしっかり対

応していただくということを言ったんですけれども、あと一つ、やはり夜間などにですね、

見守りをする場合、今、基山町、昼間の明るいときだけでなく暗くなっても結構もう朝の４

時ぐらいからか５時頃、夕方も６時ぐらいから深夜までウオーキングされている方が多いわ

けですけれども、こういう方が蛍光的に光るような服ですね、ああいうのを着て町なかを歩

く、しかも基山町のけやき台もしてあるし高島でもしてあるし、１区、２区、４区の山の中

でも何かみんな着てあるよねというふうな、そういうふうなのが徹底されれば防犯になると

思うんですが、その辺りに何らかの補助を与えるとか、そういうふうなことは検討はできな

いでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 夜間の部分の歩行者の部分ですけれども、町民の方への補助については今のところ考えて

おりませんけれども、先ほど出ましたながらパトロールで、この方に腕章とミマモリストラ

ップになってます。ですんで、この方たちにつきましては夜間も行っていただいていると思

っておりますので、反射材のついた何かたすき等を考えていきたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 
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 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 ぜひよろしくお願いします。 

 それであと、ながらパトロールに登録されていない方で夜、ウオーキングとかしてある方、

そういう方にもぜひ声をかけてですね、基山町でこういうことやってますからというのを、

広く広報して募集をしていただきたいと思っております。 

 それから防犯カメラについて伺いましたが、単なる防犯カメラだけでなく、子供とか高齢

者の位置を特定したり追跡を行うアプリやグッズがあるということで、そういうのを基山町

でも導入できないかということなんですが、これはですね、11月の基山町議会の厚生産業常

任委員会で、兵庫県の加古川市に研修に行ったんですけれども、面積は138平方キロメート

ルで基山町の６倍強、人口は25万5,000人で14倍強なんですが、加古川市では17年ほど前に

小学生が女児が殺害される事件が発生して、近頃犯人が、もう既にほかの犯罪も起こしてい

るということで捕まっておりますけれども、それをきっかけかどうかは知りませんけれども、

徹底した見守りサービスの一環として地域の安全を守るために1,475台の見守りカメラを設

置されています。1,475というたら、基山町の面積と人口割にすると、基山町もほぼ同等以

上かなとか、基山町のほうが多いというふうに思いますけれども、ここで使っていただいて

いるカメラというのは見守りサービスでは、小学校の通学路や学校周辺、公園や主要道路の

交差点などに見守りカメラの設置以外にも、カメラに内蔵されているビーコンタグ検知器に

よって子供や認知症高齢者の位置情報をリアルタイムで把握できます。ビーコンタグを携帯

した見守り対象者がカメラ付近を通ると検知器がビーコンタグの発する電波を受信し、保護

者や家族にスマートフォンを通じて位置情報を通知する仕組みです。さらに加古川市では

150台のＡＩ技術を活用した高度化見守りカメラも導入されています。このカメラは、子供

の声や異常を検知し警報を発する機能を備えていて、犯罪や交通事故の未然防止に役立って

おります。加古川市の見守りカメラ設置による犯罪抑止効果は顕著で、設置前と比較して刑

法犯認知件数が約40％減少されましたということが報告していただきました。基山町として

もですね、ぜひこの兵庫県加古川市の例じゃないですけれども、こういうふうな先進的なと

ころもありますんで、その辺りもぜひ研究していただきたいと思います。ちなみに、例えば

高度のカメラを周辺の電柱とか屋根につけるんじゃなくて、例えば私が登録者の人になると、

私の周辺を通ったときにもそれが私の周りを子供が通れば、誰々さんが通ったというのが確
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認でき、これはプライバシー的には使えなくて、あくまでも登録している保護者のとか家族

に伝わるというそういうふうなシステムなんで、案外金をかけなくても済むんじゃないかと

思いますんで、資料は事務局、私も持っていますからまたお持ちしますんで、ぜひ検討をし

てください。そこで聞きたいんですけれども、今現在のカメラをさらに１ランク上の高度な

カメラに変えようという計画は今のところはないんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 現在のところ、今のカメラの機能を上げるというところは検討しておりません。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 多分ビーコンとカメラは別だと思うので、カメラ変えてビーコンしなくても多分通信でや

るんじゃないかな。だから、画像処理じゃないんじゃないかなと思うんで、そこは加古川の

やつ見てみますけれどもですね。だからビーコンは今はそんなに値段が高くないので、どこ

かにつける、ただ基山の場合どこにつけるのかなというのはありますけれどもね、結局通過

点みたいな、ここ通過しましたっちゅう連絡が入るというそんな感じになると思うんでです

ね。だから、よく商店街の振興なんかに使われた技術なんですけれども、今はこういう防犯

とかこっちの件に使われるようになってきたというふうには聞いてますけれどもですね。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 よろしくお願いいたします。 

 それから街路樹とか景観を悪くしている看板等の撤去についてお伺いをいたしました。私

ども議員も反省してしなくちゃいけないのは、自分自身の例えば後援会の看板とかですね、

政党の看板とか、非常にあまり景観もよくないし死角になるような看板がたくさん目立って

おります。これは定期的に、先ほどの安全なまちづくり推進協議会のほうでも見守ってある

ということなんですが、ぜひ基山町もその辺りをしていただきたいんですが、これってどち

らが担当になるんですか。撤去とかをするのは、やっぱり住民課ですか。 
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○議長（重松一徳君） 

 藤田住民課長。 

○住民課長（藤田和彦君） 

 この違法広告物の撤去につきましては安全なまちづくり推進員さんの方、景観の部分でし

たら定住促進かな。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 町が設置した公共性を有する看板の点検は、景観の関係で定住促進課のほうで行っており

ます。点検した結果、老朽化して文字が見えないであったり、看板の足の基礎がもう崩れて

いるとか、折れているようなものについては、その看板を設置した担当課のほうに連絡をし

て撤去や改修をしていただくようにしております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 今後もですね、これもまた強く町として町をきれいにするためにやってますということを

アピールしていただいて、住民の協力をいただけたらというふうに思っていますんで、多少

強く進めていただけたらと思っております。 

 それから最後になりますけれども、私がやっぱり一番今回言いたかったのは、基山町は本

当に防犯に対して一生懸命ですよ、もう町長、議会、そして住民の方、全てが防犯意識が高

いというのを意識してもらうという、そしてそのためには、やはり今ＳＮＳというのは全世

界につながっていますから、犯罪は外国からでも指示が来て飛んでくるような今の時代です

んで、それを防ぐためには、もう私はあらゆる方法を使って、もう基山町はちょっとほかの

町には太刀打ちできない、基山町では犯罪が起こせないというぐらいの防犯意識が必要だと

思っております。そのためにやっぱり先手必勝ですね、もうこちらから攻めていく、ただ犯

罪があったからそれを広く広報するんじゃなくて、犯罪が起きる前にもう基山町は、加古川

市では残念ながら犯罪が起こった後にああいうふうなカメラを強化されているわけですが、

基山町は犯罪が起きる、大きな被害が起きる前に防犯対策を徹底していただきたいと思って

おります。 
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 その辺り最後に、町長の防犯に対するこれからあと３年ぐらいありますけれども、まず今

期は、まずこの３年間ぐらいに何かここまではしたいというふうな思いを聞かせていただき

たいんですが。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 論点としては２つあって、１つが今年から基山町明運動という運動を始めていて、その中

に防犯も入っています。来年またいろいろな基山町を明るくするためには、いろんなものを

強化していかなきゃいけないということなんで、防犯についてどういうことをすればより強

化できるかみたいな話を、今話を聞きながら思ったのは、防犯パトロールみたいな任意の

方々のグループがさっき12区の話がありましたけれども、17区なんかも結構やられているか

なと思うんですけれども、そういうほかにまだ少人数でやっているようなところもあるんじ

ゃないかと思いますので、それからランパトみたいな概念でやっている自治体も夜みんなで

ランニングするんですけれどもね、そんなものもありますので様々なそういう可能性がある

ものを束ねるわけじゃないんですが、上手に集約していきながらそれを町のほうでうまくや

っていけたらいいなと、調整というか一緒にやっていけるような仕組みができたらいいんじ

ゃないかなっちゅうのが１つ目の論点で、もう一つの論点は、実は佐賀県にも防犯協会とか

交通安全協会みたいなその協会があるんですね、グッズとか結構無料で配っていたりするの

で、そういった既存の協会、私、防犯協会の理事もやっていますので、佐賀県のですね、そ

ういったところをうまくやれば先ほどのいわゆる発光のテープとかですね、そういったやつ

って結構もらえるものはたくさんもらえると思いますので、もちろん町の予算をかけていろ

いろ整備していくのはもちろん、そういうのも大事だと思いますが、そういう予算をかけず

にもそういうグッズ的なものを手に入れることによって、また運動に厚みが出てくるんでは

ないかなというふうに思います。 

 それで最後にですね、今闇バイトがすごく盛んになって、それで今、防犯、結構言われて

いるんですけれども、さすがに闇バイトの部分が今切られつつあるので、そのタイプの犯罪

は恐らくもうあんまり起こらないと思うんですが、今度は闇バイトに違ったまた新しいタイ

プの犯罪が恐らく起こってくると思いますので、そういうのもきちんと認知、予知までは行

けないかもしれないけれども、何が起こってもいいような感じの、もしくは何も起こらない
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ようなそういう体制をつくっていくというのがすごく大事かなというふうにお話を聞きなが

ら思いましたので、その辺りのところはですね、きっちりまた来年に向けて弾込めをしてい

きたいなというふうに思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 末次議員。 

○９番（末次 明君） 

 よろしくお願いいたします。 

 明日は水田議員がですね、安心安全について聞きますし、議会もしっかりですね、やはり

やってますよということをアピールしていきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で末次 明議員の一般質問を終わります。 

 ここで午後２時 20 分まで休憩します。 

～午後２時10分 休憩～ 

～午後２時20分 再開～ 

○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、天本 勉議員の一般質問を行います。天本議員。 

○６番（天本 勉君）（登壇） 

 皆さん、こんにちは。 

 ただいまから一般質問をいたします、６番議員の天本 勉でございます。 

 傍聴席の皆様、本日は本当にお忙しい中に傍聴に来ていただきまして、厚く御礼を申し上

げます。 

 それでは、早速質問に入らせていただきます。 

 質問事項１、基山町の市街化調整区域における地区計画の運用基準についてお尋ねします。 

 都市計画法第34条の規定において、市街化調整区域に係る開発行為については第１号から

14号のいずれかに該当すると認める場合でなければ都道府県知事は開発許可をしてはならな

いとなっております。同条の第10号に地区計画が規定され、市街化調整区域における地区計

画の開発について、基山町は令和３年10月に作成された「市街化調整区域における地区計画
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の運用基準」に基づいて運用されていますが、その内容についてお伺いいたします。 

 （１）運用基準の基本的な考え方について。 

 （２）運用基準の基本的な事項について。 

 （３）立地要件、調整池等の技術的基準等についてそれぞれお示しください。 

 （４）開発規模については、調整池の設置基準を１ヘクタール以上とすべきではないか。 

 （５）真尻地区の地区計画（案）では、調整池は１か所となっていますが、放流先の流下

能力を含め十分精査しているのか町の基本的な考え方について。 

 それぞれお伺いします。 

 次に、質問事項２、基山町の農業における地域計画策定の取組についてお尋ねいたします。 

 全国的に高齢化や人口減少が進む中、農業者の減少や耕作放棄地の拡大がさらに加速化し、

地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されております。こうした状況を踏まえ、

地域において農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化等を進めるとともに、人

の確保・育成を図ることが喫緊の課題となっております。そのような中、令和５年４月の改

正農業経営基盤強化促進法の施行に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」が

「地域計画」として法定化され、「目標地図」を作成することが義務づけられました。この

「目標地図」は、10年後の農地を、どの担い手に集積・集約するかを表した農地利用の将来

図となるものです。令和７年３月末までに、地域・農業者・関係機関との協議を経て、地域

計画を策定・公表するとされていますが、策定に向けた基山町の取組についてお伺いいたし

ます。 

 （１）地域計画の策定に向けた現在の取組状況。 

 （２）地域計画のメリット、デメリットについて。 

 （３）法改正に伴う農地の今後の手続等について。 

 （４）今後のスケジュールについて。 

 それぞれお示しください。 

 （５）課題である地域農業を守っていくための人材の確保育成をどのように図っていくの

か。 

 町の見解をお伺いします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 
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○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 天本 勉議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 １、基山町の市街化調整区域における地区計画の運用基準について。 

 （１）運用基準の基本的な考え方を示せということでございますが、基本的な考え方とし

ては４つございます。 

 １つ目は無秩序な市街地の拡大及び都市機能の拡散を抑制すべき地域という、市街化調整

区域の基本理念を変えるものではないこと。 

 ２つ目は、基山町総合計画、基山町都市計画マスタープラン、基山町立地適正化計画等の

上位計画に則したものであること。 

 ３つ目は周辺市街地のスプロール化現象が、スプロール化が生じることがないようにとい

うことで、スプロール化ってちょっと分かりにくいんで言うと、無秩序に市街化し、市街地

が郊外に向かって展開していくという、そういうことでございます。その必要性、周辺の公

共施設の設備整備状況、それから自然環境、景観、農林業との調和等の観点から、総合的に

検討を加え、妥当と認められる場合に限ること。 

 そして４つ目が、必要となる基盤施設が、策定地区内やその周辺で配置された、また配置

されることが確実であるとともに、地区計画策定に関連する新たな公共投資を行う必要がな

いこととしておるところでございます。 

 （２）運用基準の基本的な事項を示せということでございます。 

 この基本的な事項も４つありまして、１つ目が地区計画の区域は、地形、地物により土地

の範囲を定め、できる限り整形なものとすること。 

 ２つ目は、開発行為を伴う地区計画は、開発協議等が必要とされる事項等についても、そ

の実現性を確保するための措置を取ること。また、地区計画策定後速やかに開発許可手続を

進め遅滞なく、開発行為の事業に着手すること。 

 ３つ目は、ゆとりある緑豊かな市街地環境の形成を図るため、公園・緑地の規模など適切

に定めること。 

 ４つ目は計画地に農地が含まれている場合にあっては、地区計画の事前協議のときまでに、

農政担当部局と協議・調整を行い、地区計画を策定することに了解を得ていることとしてい
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るところであります。 

 （３）立地要件、調整池等の技術的基準等を示せということでございますが、運用基準で

は３つの類型に分けてそれぞれの立地要件等を定めているところでございます。 

 １つ目は、町の発展または産業振興に著しく寄与することが認められる地域産業振興型、

いわゆる産業系の地区計画です。立地基準としては、１ヘクタール以上20ヘクタール未満の

おおむね整形の土地の区域であることとし、立地可能な用途は工業地域に建築可能なものと

しています。 

 ２つ目は、市街化区域の住環境を補強していきながら、市街化区域と一体性のある土地利

用の実現を目的とした市街化区域隣接近接型、いわゆる住宅系の地区計画です。立地基準と

しては、市街化区域の住宅系用途地域に隣接もしくは近接したおおむね整形の土地の区域で

あることとし、立地可能な用途は隣接、近接する市街化区域の住居系用途地域において建設

可能なものというふうにしているところでございます。 

 ３つ目は、市町村境において近隣市町と一体的に地区計画を策定する場合で、地形地物の

関係上の本町の区域を地区計画の区域に含むことが望ましい場合に、近隣市町一体型として

分類しているところでございます。現時点では産業系を想定しており、立地基準としては、

市町境に位置するおおむね整形の土地としているところでございます。調整池等の技術基準

については、都市計画法第33条の規定及び県が策定した開発許可の手引きに定められた技術

的基準に準じることとしているところでございます。 

 （４）開発規模について調整池の設置基準を１ヘクタール以上とすべきではないかという

ことでございますが、県が策定した開発許可の手引きにおいて、開発面積が１ヘクタール以

上の開発行為については原則として調整池を設けなければならないとされているところでご

ざいます。また調整池の設置基準は、平成24年４月に県が策定した大規模開発における調整

池の設置基準案によるものとされておるところでございます。 

 （５）真尻地区の地区計画案では、調整池は１か所となっているが、放流先の流下能力を

含め、十分精査しているのかということでございますが、真尻地区地区計画は令和６年11月

５日から12月４日までの原案を公表し、11月４日まで原案を公表し、原案に対する意見を募

集しました。公表した原案では、県が作成した大規模開発における調整池の設置基準案に基

づき、流域図や放流先河川の流下能力を考慮して調整池の大きさを設定しているところでご

ざいます。今後、開発行為許可申請の際に県と協議して、最終的に大きさや形状を決定して
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いくことになります。 

 ２、基山町の農業における地域計画策定の取組についてということで、（１）地域計画の

策定に向けた現在の取組状況を示せということなんですが、令和５年５月に町内農業者を対

象にした今後の農地利用についてのアンケート調査を行いました。そのアンケート調査の結

果を反映させた地図を用いて、町内を１区、２区、４区、６区の４地域と３区、５区、７区、

９区を合わせて一つの地域とした、全部で５つの地域ごとに将来の農地利用の姿を明確化し、

誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域計画と目標地図の策定に向けて話

合いを行っているところでございます。 

 （２）地域計画のメリット、デメリットを示せということでございますが、まず地域計画

を策定するメリットといたしましては、今後地域内の農地を誰が耕作するのか見通しをつけ

ることができること、地域内でどのような農業を目指すのか確認できること、担い手となる

農業者や法人が大規模化や農業の集約化を図りやすくなること、国や県の各種補助事業の活

用することができることなどであります。一方、デメリットといたしましては、地域計画に

位置づけた農地について、農地の転用が制限されるために農地を転用する場合は、地域計画

から除去する手続が必要となるわけでございます。 

 （３）法改正に伴う農地の今後の手続等について示せということでございますが、法改正

により地域計画策定後においては、農業経営基盤強化促進法による農地の貸借について、地

権者と耕作者で、貸借契約を締結する利用権設定と農地中間管理機構を利用した貸借の２通

り合った方法が、農地中間管理機構を利用した貸借に一本化されるということになっており

ます。なお、現行の農業経営基盤強化促進法による貸借契約を締結する場合は、貸借期間終

了後に、農地中間管理機構を利用した貸借が従来からある農地法による貸借のどちらかに変

更するということが必要になってくるわけでございます。 

 （４）今後のスケジュールを示せということなんですが、11月に先ほど申した５つの各区

において１回目の話合いをやりまして、その結果を基に年内２回目の話合いを予定している

ところでございます。今まさにそれを開催中の場面でございます。２回目の話合いでは５年

後の農地利用を想定した目標地図と、地域の農業の在り方を示した地域計画を確認を行うと

いう、そういうことになっております。話合いで内容が認められれば、令和７年１月、来年

１月に地域計画案の公告縦覧を行い、令和７年３月に地域計画の公告が行われるという手順

になっております。 
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 （５）課題である地域農業を守っていくための人材の確保育成をどのように図っていくの

かということでございます。 

 難しい問題でございますが、佐賀県や農業委員会生産組合、ＪＡ等関係機関と連携し、相

談から定着までの切れ目のない支援体制により町内外から新規就農者や定年後の就農者、そ

れから法人の新規参入等地域農業を支える多様な担い手の確保と担い手となる農業者や法人

の大規模化や農地の集約化を支援していく必要があるというふうに考えているところでござ

います。例えば、地域農業を協力して守っていく集落組織や、機械の共同利用への支援、ニ

ーズに合った農地をあっせんする農地マッチング、ベテラン農業者の技術やノウハウを継承

する農業塾やトレーニングファームの開設、高収益作物や高付加価値作物の導入、観光農園

の推進などの施策により人材の確保と育成を図る必要があると考えているところでございま

す。 

 以上で、１答目の答弁とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 まず、（１）の運用基準の基本的な考え方について伺います。 

 まず確認ですけれども、基山町の市街化調整区域の地区計画の運用基準、これは一番初め

のところ背景と目的ですね、３月１日に佐賀県が策定したそういうことを受けてということ

で書かれておりますけれども、私が持っているのが市街化調整区域である地区計画に関する

協議指針、これは県の分ですけれども、令和４年の６月ということになっているんですね。

何か県のほうは改定されたかどうか、ちょっとその辺りを伺います。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 佐賀県においては、市街化調整区域における地区計画に関する協議指針を、令和３年１月

に一番最初に策定されております。そして令和４年６月に一部改正を行っております。この

一部改正の主な内容としましては、法律の題名、農村地域工業等導入促進法という法律の題

名を入れておりましたが、それを農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に修正され

ております。基山町は、運用基準においてその法律を引用した部分がございませんでしたの
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で、県の令和６年４月の改正に合わせて改正ということはしておりません。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 農工法ですね、農工法が先ほど産業の法律名が変わったから改定したということですね。

分かりました。 

 それで佐賀県のですね、市街化調整に係る地区計画に関する協議指針がずーっとあると思

うんですけれども、その主なもので結構ですから基本的な方針、ちょっとそれをお示しくだ

さい。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 まず地区計画というのが、市町村が定める都市計画になりますが、広域的な運用の統一性

を確保するために、県のほうで市町村との協議に当たっての指針として協議指針を作成され

ているというようなことになっております。基本的なさっき議員おっしゃられましたとおり、

12項目ございます。そのうちの４つが基山町も同じような内容になっておりますが、基山町

の内容と違うこととしましては、広域的に関わるような内容として、県の都市計画区域マス

タープランとあと市町村のマスタープランに即したものとして、地区計画を定めることいっ

たような内容や、あとは基山町としては基本的な考え方の項目には入れておりませんが、県

のほうの基本的な方針の中には、策定に地区計画の策定に当たっては、地域住民との意見交

換会、説明会等を通じて住民意向を十分に把握しなさいというような内容も書いてあります。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 先ほどですね、町長の答弁で３つ目ですね、周辺市街地のスプロール化が生じないよう、

その必要性ありますけれども、市街化区域があって修正に先立ちスプロール化を生じないよ

う、ちょっと私がイメージがちょっと湧かないから、具体的にお願いしてよろしいですか。 

○議長（重松一徳君） 
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 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 先ほど町長の答弁のほうでも少し説明していただきましたが、スプロール化といいますの

が、中心部から郊外に向けて無秩序に開発が広がっていくような状態を指しております。無

秩序な開発が拡散していくと、計画的に道路とかも造っていないので、細い道とか行き止ま

りの道路ができたり、あと上下水道などのインフラ整備ができていなかったりとか、そうい

うような状況で、居住環境が整わないまま宅地化が進み、その結果農地や自然環境の荒廃に

つながり交通渋滞を招くなどの状態になってしまいます。このような状態にならないように、

基山町では住居系地区計画を策定する場合は、まずは下水道のインフラが整備される予定で

あること、それと公共施設の整備状況を踏まえまして、妥当と認められた場合に限って、住

宅系の地区計画は進めていくようにしております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 ちょっとこれも確認ですけれども、先ほどの基本的な事項の２項目めですよね。地区計画

作成後、速やかに開発許可手続を進め、遅滞なく事業に着手することとなっていますね。そ

れで以前、久留米筑紫野線バイパス５号線沿い、あそこの黒谷地区、それと南側の鎮西隈地

区ですね、造成はされていますよね。いろいろ町長もちょっと業者に伺ったとかお話は伺っ

ているんですけれども、そこの上物が建築物が建つ、操業はいつ頃されるのか。ちょっとそ

の辺り分かりますか。お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 そちらバイパス沿いの２つの区画については町としても大変頭を悩ませているところです。

まず黒谷地区、上り車線のほうのところは町長のほうからも何度も東京の本社のほうに行っ

ていただいて、早く建てていただくようにということはお願いしているところです。そちら

につきましては、今年度中に建築の計画を今年度中に立てて、いつから着手しますっていう

のを示したいというような回答をいただいております。あと、下り車線のほうにつきまして

も、先日企業立地のほうの担当である産業振興課のほうに、今後のスケジュールを報告に来
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てあるそうなので、ほったらかし、そのまま放置しておくつもりはないと。ちょっと今、建

築資材の高騰ですぐには建築できないけれども、計画的に建てていきたいというような回答

はいただいているところです。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 しっかりですね、もうちょっと造成されとるから、もう鎮西隈地区の方は擁壁等もして立

派にされとるから上物も建てて、進めていただくようにお願いします。それで、まず基本的

なこと、地区計画を行う場合にはもういろいろありますですよね、都市計画の決定の提案等

とかですね。この地区計画、行う場合の要件１人でもできるのか、そこら辺りをちょっと進

め方を教えてもらっていいですか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 地区計画を行う場合につきましては、そもそも地区計画というのが、住民の生活の身近な

地区を単位として、その地区の状況や特性に応じて定めるまちづくりの計画というふうにな

っておりますので、議員おっしゃられたとおり、提案制や申出制が定められております。そ

の提案や申出は、地権者やその土地に利益を有する者やその代理の方、その代理人というの

が民間の事業者を含みますが、その方々でお１人から申出があっても、町としては検討する

ようにしております。お１人または複数人数共同して提出する、提案することが可能となっ

ております。現在基山町で策定している地区計画は、土地に権利を有する者や、代理人であ

る民間事業者からの申出によるものがほとんどとなっております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 分かりました。 

 次に（３）のですね、立地要件調整池等の技術的基準等についてお尋ねします。 

 それで先ほどの町長の答弁の中で、住居系の地区計画、市街化区域隣接型ですね。これが

大体都市計画法では先ほど言われた１人でもできるという中でですね、これ政令で定める一
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定の規模以上っちゅうのがあって、その政令が0.5ヘクタールということになってますよね。

そういう中で、市街化区域の隣接近接型の立地基準に先ほど立地基準が市街化区域の住居系

用途地域に隣接、近接したおおむねの整形の土地であることということの中で、面積要件が

ないんですよね。私は、かえって面積要件がないと逆に行き止まり地とか道路がないとか、

そこにぽっぽっぽっと建てるから、かえって住宅の乱立を招いてスプロール化を招くと思い

ますけれども、その辺りどうですかね。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 まず、地区計画の区域の面積につきましては、都市計画の運用指針、国が定めた運用指針

のほうでは、地区計画の区域の面積については特段の制約はないものの、地区計画が一体と

して区域の特性にふさわしい形態を備えた良好な環境の整備を行うための計画であることか

ら、１ないし２の建築敷地のみを対象として設定することは適切ではなく、街区形成に至る

一定の広がりを持った土地の区域とすることが望ましいとありますので、特に0.5ヘクター

ルというような規制がないということは県のほうに確認しております。ただ、県のほうの協

議指針のほうには、県としては原則0.5ヘクタール以上の区域にすることというような規定

はございます。町として今おっしゃられたとおり、面積基準として0.5ヘクタールというよ

うな基準は設けておりません。これにつきましても、運用基準を策定する際に、県のほうと

協議しまして、町としましては市街化区域の隣接、近接型の目的を満たしているのであれば、

相談の門戸を広げたいというような意味で、0.5ヘクタールというような基準は設けないと

ころでさせてほしいというような協議をしております。実際のところですね、町として議員

おっしゃられるように小さい面積ですと、行き止まり道路であったり、もう例えば３区画し

か住宅が建たないような地区計画が発生してしまうということを推進しているわけではござ

いませんで、目安としては公園の整備が必要な3,000平米以上の規模などといった形で、地

区計画の相談は受けるようにしております。実際のところ、今まで策定した地区計画の中で、

0.5ヘクタール以下の案件というのは１件、秋光川沿いの牛逢地区、こちらが0.4ヘクタール

となっております。今、相談があっている案件や進めている案件も全て１ヘクタール以上の

ものとなっておりますので、なるべく町としても小さい地区計画を積極的に進めていこうと

いうような考えはございません。 



- 217 - 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 やっぱりこれ見直してですね、面積要件は設けないと（４）の次の調整池の設置について

も関わってくるんですけれどもね、もう調整池もない、団地がぼんぼんぼんぼんできてとい

う形になりますで、次の４番目の調整池に入ります。 

 今課長が紹介された牛逢地区の地区計画0.4ヘクタールですね、15区画開発されておりま

す。やっぱり先ほどの都市計画の技術基準とか調整区域の運用基準、先ほど町長も言われた

区域は原則として道路その他の施設、河川その他の地形地物と範囲を明示することにより定

めるとするということの中でですね、そこの牛逢地区も将来的には役場からいった塚原長谷

川線、あそこのところまで地区計画がですね、将来的には開発されるというと思います。私

はそのときの都市計画審議会の中でそういうことであれば、地形地区全体もそこの塚原長谷

川線、西側ので、そこも開発されるから、将来的に調整池が必要ないですかということに、

そのときの回答が、そのときにはまた計画変更をしてするという答弁だったんですよね。は

っきり言うて、前の業者と新たにする業者がやっぱ業者は言うですよ、１ヘクタール以上な

いから調整池は必要ない、あとの業者も自分が開発するところは１ヘクタールないから、調

整池はしない。だけれども一団の土地を見たら調整池が必要なエリア、面積要件なるんです

よね。そうした場合いろいろあとの業者の方にですね、32条協議ですから、将来的に公有用

地を各管理する市町村と協議しなさいっちゅう中で指導ができますか。お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 牛逢地区の地区計画につきましては、議員おっしゃられるとおり塚原長谷川線まで全部広

げたほうが、もちろん地形地物に沿った整形な土地というようになります。地区計画を策定

する際にも、そのような整形な形になるようにかなり調整しておりますが、最終的に結果と

して今の形になっているような状況です。そのときの地区計画を策定する際の都市計画審議

会の際に、調整池の件をお尋ねいただいていたかと思います。その際の回答としましては、

地区計画の区域の変更を行って現在の0.4ヘクタールと、追加で広げる塚原長谷川線に当た

るまでの部分を全部広げると、１ヘクタールを超えて開発の基準としては調整池を設置させ
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ることができるということで回答していたと記憶しております。県の一体開発の基準では、

先行して開発した区域の工事完了公告後３年以内に隣接地で宅地開発をした場合は、一体開

発とみなされますので、その場合は32条というかもう開発のほうで調整池を設けないといけ

ないとなっております。ただし、これが３年を超えてしまった場合は、開発としては、一体

開発とみなされませんので、後から整備をされる宅地の部分は１ヘクタールなければ、調整

池の設置がちょっと難しいのではないかというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 ３年の縛り、本当にそれでいいのかなと私は思いますけれどもね、今開発されております

あそこの夜水ですね、これがこれも都計審ありましたけれども、9165、約0.6ヘクタール、

それとすぐ南には保育園の開発があっております。これと合わせたら１ヘクタール超えます。

私も都計審の中で、一体的に一団の開発やろうかって一体的な開発だから、これ調整池を設

けないかんとやないですかという質問しましたよね。こういうことでいいのかなと私は思う

んですね。本当、近年豪雨が盛んなところに、本当に下流域は大丈夫なのかって、高原川、

秋光川、宝満川の支流ですよね。下流域にも浸水被害、そう影響が出ないのか、本当大丈夫

ですか。ちょっと課長お願いします。次、町長に聞きます。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 今、おっしゃられました夜水地区の地区計画につきましても、本来であればその保育園の

区域も含めたところで一体的に開発するのが一般的、当然だと形状を見ても思うところなん

ですけれども、こちらがまたちょっと、地権者の状況であったりとかいろいろありまして、

地区計画の区域と保育園の区域が別々の開発になってしまい、それで今回のような地区計画

が１ヘクタールを割って調整池の設置を求めないというような結果となっております。ただ

し町としましても、通常であれば、例えば通常の地区計画の開発で9,165平米で持ってこら

れた場合は、いやいや、もう１ヘクタール、あとちょっと広げて１ヘクタールで調整池を設

けてくださいというような事前の相談のときには進めていきたいと思っておりますので、１

ヘクタール以上の設定となるように事業者と協議をしているところです。ですので、下流域
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のことを考えると9,165でも調整池の設置というのは検討は設置するのがよかったのかと思

いますが、言われるとおり県の基準では１ヘクタールとなっておりますので、今回は事業者

のほうには、設置を絶対設けてくださいというような指導はしていないところです。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 先ほど答弁は、３年以内やったら一団のというね、一緒の区間ということでちょっと矛盾

せやせんやろか、町長、そこの辺りちょっとお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まず１ヘクタールというのがですね、今の話で例えば9,900でその横に9,900ができてきた

ら、もっと極端な話そういう話は、正直私の頭の中では想定していなかったので、これはや

っぱり大きな問題になる可能性があります。一方で、小さいところを制限したほうがいい、

行き止まり道路が出てくるとかいう話がありましたけれども、それは逆に私はそう思わなく

て、うちが地区計画立てるときに行き止まり道路が出てきているようなものは造らないので

ですね、だから逆に、２個でも３個でもその土地を有効活用するという意味においては、そ

この制限はあまり設けないほうが私はいいなというふうに思っている派なのでですね、ただ、

調整池の話は、5,000と１万にばかりちょっと私自身も捉えられていたんですけれども、１

万自体に引っかかってくる案件がよっぽど大きいところと大きいところのあれだから今んと

ころ、これから開発するところで基山であり得るかどうかというのは、ちょっとシミュレー

ションしてみないといけないんでしょうけれども、そういうことはまたしなければいけない

と思いますけれども、いずれにしてもいわゆる流域調査というか、どれぐらいの水がどれぐ

らい来て、今の川に大丈夫なのかというのをきっちりやるということを、まずは義務づける

ようなそういう形のことを考えていかなければいけないと思いますので、今やっているとこ

ろもまずはそういった検査やって本当に水があふれるような可能性があるんだったら、やっ

ぱり何がしかの対策を打たなければいけないと思いますので、今動いているところも含めて、

そこは至急もう１回、そこは検討したいというふうに思います。それから、法とか手続の書

き方についてどうするかというのは、もうしばらくちょっと研究させていただいたらいいと
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思う。そういう想定して、３年過ぎてから9,000と9,000が出てくるような場合とかいうのに

対して何の無力だったら、恐らくその要綱自体は意味がない要綱になっているというふうに

思いますんでですね。だからそこはきっちりまた検討させていただきたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 これは、鳥栖市としては地区計画設けていなかったんですね。それで、これが勉強会があ

りました。令和５年、昨年の11月２日、鳥栖、小郡、基山町議会、鳥栖市で11月２日に合同

勉強会があったんですけれども、そこで鳥栖市の調整区域の地区計画の運用基準について、

係長から説明を受けたときにやっぱり鳥栖市は３つパターンがあって、新幹線駅周辺型と高

速道路のインターチェンジ周辺型、それと小中学校の周辺型、この３つあるんですけれども、

この開発規模要件としてですね、やっぱり調整池の設置基準の１ヘクタールということがあ

るから全部面積は１ヘクタール以上と定めているんですね、鳥栖市は。それでこれがちょっ

といろいろ熊本県ちょっと調べたら、熊本県のほかにもあると思うんですけれども、5,000

平米以上の開発行為については、原則として調整池を設けるとしていると。私はもう質問の

中で、１ヘクタール以上とすべきじゃないかと調整池の設置基準で言いましたけれども、１

ヘクタール、100メートル、町だから広いかなと思いながら、これをですね、5,000平米以上、

先の施行例の0.5ヘクタールですね。5,000平米以上の地区計画規模を設けてですね、そして

それについては調整池を設けなさいということでですね、したらどうかと思うんですよね。

熊本県のを読みますと、全ての開発行為はその面積にかかわらず、流出抑制対策に十分努め

るものとするが、5,000平方メートル以上の開発については、原則として調整池を設けなさ

い。だから基山もですね、もう面積規模を0.5ヘクタール以上として調整池を設けなさい、

そういうふうに変えたらどうかなと思うんですけれども、課長どうですか。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 地区計画の開発の規模を5,000平米以上という御提案ですが、先ほど町長のほうからも答

弁ありましたとおり、町としましては0.5ヘクタール、5,000平米と具体的な数値を明記する

のではなく、なるべく相談の門戸を広げ、協議の中で5,000平米を超えていただくようにな
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るべく広い整形な形で持っていって提案していただくように協議していきたいと考えており

ます。それと調整池の設置基準については、佐賀県のほうが開発の基準として１ヘクタール

以上の開発が調整池の設置基準となっております。県のほうにも確認したんですけれども、

それを小さくするような検討は今のところ行っていない。１ヘクタールから5,000平米にす

るというような検討は行っていないということでした。なので、もし町のほうで開発の運用

基準で5,000平米とした場合、調整池の設置基準をですね、地区計画で開発するときは5,000

平米で、通常の開発では１ヘクタールでとちょっと差が生じてしまうので、それもどうなの

かなと思っておりまして、ちょっとここは県のほうと協議して研究していきたいと思ってお

ります。それでいいましても、流域治水の観点からもやっぱり周辺の基山町だけではなく周

辺の市町の状況もちょっと確認が必要かと思っております。ちょうどですね、筑後川中流域

都市計画連絡協議会という組織がありまして、久留米市、小郡市、筑紫野市、太宰府市、鳥

栖市、大刀洗町、基山町で担当の職員が勉強会をしているような場がありまして、ちょうど

来月１月にもこの勉強会をする予定としております。その際に、他市町の意見、調整池の設

定であったりを聞いて、周辺市町の意見も聞きながらちょっとここは研究していきたいと考

えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 今までの議論をずっと聞きながらですね、天本議員の主張もこういう場合は結局まずくな

ってしまうというのがあって、例えば4,500の横に4,500造ったら、調整池できなくなるんで

すね。だからその問題はクリアできないので、やっぱり流域治水の問題あるし、その場所の

地形によってその大きさを変えていくみたいな、そういうフレキシブルな形にしないとこの

問題は解決しないんじゃないかなと思います。全てを１万以上にしてしまう案も、１万以上

しかできないけれども、逆に言えばいやそれなら間違いなく調整池を何個でも造るようにな

るんですけれども、ただ基山町のような小さいところで１万以上しか地区計画ができないと

いうことになると、それは非常に現実的ではないのでこれもうまくいかないので、正直今、

議論されている全てがあまりうまくいかないなと今、思っておりますので、やっぱり流域治

水の概念からその地形とか場所に応じて、それをある程度見方を変えるようなそういう規定

をしない限りは、ちょっとまずいなと今、思いましたんで、それは至急また検討させていた



- 222 - 

だきますし、それから逆に言えば、今ある地域で例えば１万以内で造っていって、もうその

隣に何も開発するところがないようなところは、逆に、仮にそれで造っとってもそんなに後

でそこが流域治水で問題がなければ問題ないということになると思います。ただ、9,000で

また9,000みたいなところで誰も調整池造らないみたいな形になると、これはさすがにはる

かに危ない話なので、その危ない形が今、出てくる可能性があるっちゅうのが今日の指摘で

よく分かりましたんで、そこはきちんと検討させていただきたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 町長言われる、とにかく今、福岡大都市圏のですね、もう拡大影響でもう小郡とか基山が

来ているんですね、やっぱり業者の方は来るんですね。業者は、少しでも宅地にして売りた

いから、調整池造らんでよかろうもんと言いますよ。だから、そこら辺は十分精査してくだ

さい。そうせんとですね、流域になるからですね、よろしくお願いします。 

 それで、今度は真尻地区、聞きますね。 

 これが真尻地区、この前全協で説明がありました。約5.8ヘクタールで住宅の区画数が165

区画、共同マンションができる。これは45室の９階建て、病院もできます。生活利便性、店

舗等もできますということですよね。これ、マンションですけれどもですね。調整区域の建

ぺい、容積率が60～100から、60～200に変更されたんですね。高さ制限は設けていないとで

すか、マンションがえらい９階と高いからですね、調整区域にしたら、ちょっとお願いしま

す。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 昨日まで公表しておりましたパブリックコメントの意見の計画の原案では、一応高さ制限

は設けていない状況で出しております。ただしちょっと昨日までの取りまとめなんですけれ

ども、パブリックコメントでもマンションの高さについて御意見をいただいておりますので、

今後、正式な案を策定するまでにはちょっと高さ制限についても検討していきたいと思って

おります。 

○議長（重松一徳君） 
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 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 近隣市町も調べてください。調整区域でカントリーがありますからですね、米麦用の、も

う20メーター設けておるところがありますので。それで、これはもうこの調整池が設けられ

ております。それで１か所、今の田んぼをこの計画面積、田んぼの形状から実松川の上流に

流れておる部分もあろうと思うんですよね。全部こう明光寺の西側にこの調整池の水は流れ

ていくのか、ちょっとそこら辺お願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 今計画策定しております地区計画の案では、県のほうから流域図をいただきまして、その

流域図に従って調整池に入る水を振り分けをしております。流域図のほうでは、全てその明

光寺側に流れて計画地の南側にある道路を挟んで、より南側のほうが実松川のほうに流れる

ようになっております。ただし、これ県の計画、流域図になりますので、今、御指摘いただ

いたとおりちょっと現状をもう一度地権者の方や、水利権者の方に確認して、もし実松川の

ほうに流れているような水があるようであれば、そちらは実松川のほうに流すように計画は

ちょっと変更していきたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 明光寺の西側に水路に流れるということであればですね、私は大変なことになるかなと思

って、Ｑ＝Ａｖで流量イコール断面積×速度、速度の中で時間軸ができてきますよね。そし

て排水能力ちゅうのは、高さによって圧が変わるから、これも積分でせんとですね、大体ど

のぐらいの排水が時間がかかるかっちゅうのは、もう算出できないんですけれども、そうい

う中でその調整池の高さも含めて何トン貯留できて、洪水吐、余水吐の能力はどれぐらいか

分かりますか。お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 
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 今現在の計画では、調整池の貯水量は2,442立方メートル。県の基準は2,005立方メートル

になりますので、県の基準よりも超えているような計画です。それと、余水吐の能力が現時

点での計画では3.253立方メートル毎秒ですね。県の基準が毎秒3.188となっておりますので、

こちらも県の基準よりも能力が高いというふうな計画としております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 これ、3.25トン１秒当たりですね、そういう中で明光寺の水路、北側に上流に排出できる

ものは排出していただいてですね、本当に今、近年、豪雨がもう降っていますので、今度の

真尻の開発も含めたさっきの地区計画の面積の話も十分に精査してですね、もう基準を変え

るなら変える、0.5分なら0.5ヘクタールして調整池を設けなさいということもしていいと思

うんですよね、十分精査していただきたいと思います。 

 次に入ります。 

 ２番目のですね、基山町の農業における地域計画策定について、今この話合いですね、６

区ではこの前11月13日、今見えています平野農業委員会長ですね。それと農業委員の方全員

見えてました。それと大石課長と大石係長、大変お疲れさまです。大変でしょうけれどもね、

よろしくお願いします。 

 それで、（１）取組状況ですね。伺いたいと思います。 

 まず、この地域計画とは何か、もうそこからちょっとお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 地域計画とはということでございますけれど、冒頭で議員おっしゃいましたように質問の

要旨のところでですね、全国的に高齢化や人口減少が進んでいる中で、農業者も減少してお

ります。耕作放棄地も拡大しておりまして、農地が適切に利用されなくなるという懸念があ

るということですので、これまで皆さんで守ってきた農地をですね、いかに次世代に引き継

いでいくかということを地域で話し合って、誰がどこの農地をどのようにして守っていくか

話し合ってですね、将来の地域農業の姿を明確化にする設計図を作るものでございまして、

将来の在り方を明記した地域計画と、将来の農地利用の状況を示した目標地図、この２つを
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策定するものでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 先ほどの答弁でですね、１区、２区、４区、６区、それと３区、５区、７区、９区、これ

はもう一緒に合わせて５地域で考えておるということでした。アバウトでいいですから、大

体それぞれの面積農地の面積は分かりますでしょうか。何ヘクタール単位で結構です。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 １区が約90ヘクタール、２区が約95ヘクタール、４区が約50ヘクタール、６区が約61ヘク

タール、３区、５区、７区、９区合わせてなんですけれども、が約50ヘクタールになってお

ります。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 これをまとめるのもですね、大変でしょうけれども、大体農水省では地域計画は大体10年

でつくりなさいよと言われていますけれども、基山町は５年後としたのは何でですか。お願

いします。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 議員おっしゃるとおり、基本的には10年で策定ということで言われておりますけれども、

この目標地図を策定するにあたってですね、目標地図というのが農業委員会が主体で作るよ

うになっているんですけれども、やはりどうしても10年後ではなかなか将来を想像できない

というかですね、ということもありまして、今回基山町では５年というような形で設定して

おるところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 
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○６番（天本 勉君） 

 もう５年設定やったらですね、担当課はもう５年ごとにずっと大変だろうと思うんですけ

れども、私はいいことだと思います。ずっと動きが分かるからですね、それでその話合いの

中で農地を利用する区域と、もうここはしきらんばいという、そういう区域も出てころうと

思うんですよね。そうした場合の、体系、流れ、特に農地であってもできないというところ

はですね、大体どういうふうな考えを持ってありますか。お願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 議員がおっしゃられるとおり、農地であってもなかなかもう農地として保全できないとい

うようなところが出てきてくるのは結構ありますので、地域計画策定のときにそういった農

地であっても、作付というか、生産できないところについては林地に戻すとかですね、保全

だけをしていくという区域にゾーニングというか分けて地域計画を策定していくというよう

な形になっております。保全だけをしていく区域については別の活性化計画というものがあ

って、そういったものを策定して整備していくということも考えられるんですけれども、地

域計画の中では、その区域だけを分けるというような形で策定していっております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 それで、これちょっと都市計画マスタープランとの整合性ですね。20年後、これが昨年の

３月に都市計画マスタープランができております。そういう中で、この20年後の土地利用方

針図、県道久留米筑紫野線５号線の東側エリア、ここに６区と４区が入っております。それ

と役場から塚原長谷川線から県道基山平等寺筑紫野線ですね、そこのエリアまでの１区と３

区と９区、それと牛会八ツ並線の北側のエリア、これは将来的には住宅エリアになっている

んですね。そういうふうな今、将来図を作る中で都市計画説明会の都市計画マスタープラン

との整合性、将来的な都市マスではこういう位置づけになってますよ、だからどうしますか

っちゅうのは、説明されていますか。６区はもう、こっちからね、６区もあるけれどもそう

いうと説明せんとですね。いかんじゃないんですかね、お願いします。 

○議長（重松一徳君） 
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 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 17号線付近であったりそういったところについてはですね、詳しくその都市計画マスター

プランとの整合という形で、正直説明はしていないところでございます。ただ現在、市街化

区域から徐々に縁辺部を開発している区域ですね、例えば八ツ並線付近、そういったところ

については近々ということで整合性というか開発予定箇所という形でお話をさせていただい

ているんですけれども、やはり都市計画マスタープラン自体が20年というような長いスパン

ですので、地域計画は５年ということでそういったところまではまず整合性は取らずにです

ね、取りあえずの５年でどうしていくかというところで作成をさせていただいているところ

でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 何でそういうことを言うかというとですね、この地域計画が定められた場合、先ほど除外

手続が先ほどありましたよね、農地として位置づけた農地については転用が制限される、だ

からこういうふうな開発が行われるところはやっぱり説明をしとかんと、開発の足かせにな

るのではないかと思うからちょっとこういうことを言っているんですね。ちょっとそこら辺

りをちょっともう１回お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 確かに１回目の答弁のときにですね、デメリットという形で転用が制限されるというふう

なことを申し上げましたとおり、今までの転用の手続に加えて、ひとつその地域計画から外

すというような行為が必要になってくるものでございます。ただしですね、農振除外とかそ

ういったところも含めての長いスパンの手続ではなくてですね、そのときに関係者、主に農

業委員会であったりＪＡさん、そういったところの意見聴取というような形で、簡易に手続

自体はできるような形で進めていくようなことと考えておりますので、確かに少し手間はか

かるんですけれども、そこまでの大きな足かせになるというふうには考えていないところで

ございます。 
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○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 でしたらもう開発があった場合は、いろいろ協議をしてスムーズに転用が制限を解くこと

ができるということで理解でいいですね。それでデメリットでですね、この地域計画を策定

しないとですね、補助事業にならないとか、補助事業に地域計画の策定要件があるとか、そ

ういうふうなことをちょっと説明がありましたけれどもですね。大体、具体的にいろいろ補

助事業あると思いますけれども、主なもので結構ですので何か補助事業メニューありますか。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 これは地域計画などを地区でそういった形でデメリットという形で伝えさせてもらってい

るところだと思うんですけれども、主なところで新規就農者ですね、そういった方が新規就

農するときの初めの経営開始間近の経営を助けるための経営開始資金であったりですね、一

番よく使われている部分でいうと中山間地の条件不利地域に対して、交付する中山間直接支

払の交付金、これが地域計画の中に位置づけられていないと交付ができないというようなそ

ういったデメリットがあります。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 説明会にもらった農地の貸借制度が変わります。ちょっと読んでみますね。現在、農地の

売買や賃貸には以下の３つの手続があります。農地法に基づく手続、それと農業経営基盤強

化促進法に基づく手続、農地中間管理事業に基づく手続、この３つがあって、令和７年３月

で農業経営基盤強化促進法に基づく手続ができなくなり、農地法に基づく手続と農地中間管

理事業の推進に基づく法律２種類になるということでなっていますよね。ちょっと私も、こ

う解釈しているんですけれどもね、３年か５年後、私５年しとるんですけれども、これはも

うこれが改正されたら今も更新しないか、もうその今の契約が終わって更新すればいいのか、

それとちょっと具体的にそこを説明してもらってよろしいですか。 

○議長（重松一徳君） 
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 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 ただいま契約されている場合についてはですね、今の契約期間が終了したら、農地法か中

間管理事業どちらかに新たに更新をし直すという形になっております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 これもちょっと最後に５番に行きます。 

 もうこれが一番、町長も先ほど課題ですねと言われました。もう本当に今後の人材の確保、

育成、これが一番の課題です。先ほどの答弁をですね、これもう最後の質問です。町長に代

わって、担当課長として、思い、情熱をですね、もう１回お願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課長。 

○産業振興課長（大石 顕君） 

 私も、中山間というか農業のしている家のものですので、地域の農業を守っていくにはや

はり人材確保が必ず必要というふうに思っておりますので、若い方でも稼げるというか、継

続していけるような農業とですね、今までの皆さんが守ってきていただいた、元からある農

業ですね、そういったところと、新たな基山の方も、農業をやっていない方もそうですけれ

ども、都市部とかのそういった方も一緒にできる、交流ができるような農業ですね、そうい

った３つの農業、合わせて基山町の農業の魅力としてですね、人材の育成、確保に努めてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○６番（天本 勉君） 

 よろしくお願いします。もう私も中山間地域でですね、もうとにかく草刈りもみんなで一

緒にしようと、もう機械も共同で買うということでですね、とにかく、もう私たちの地域で

この農地を守っていこうということで話を進めております。農業に対するさらなる支援をお

願いいたしましてですね、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（重松一徳君） 
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 以上で天本 勉議員の一般質問を終わります。 

 本日は、以上をもちまして散会とします。 

～午後３時29分 散会～ 

 


